
資源の有効活用はい
ずれの分野においても
重要な課題です。研究
機関にとっての資源は
研究員、資金、施設で
あり、いずれが不足し
ても不都合ですが、と
りわけ人、研究員が重
要であります。ここで、
消防防災研究に携わる
研究者に求められる要件について述べてみたい
と思います。
研究には心理の追及という観点から行われる
ものもありますが、消防防災研究は国民の生命
財産の安全に直結する研究です。このため応用
研究的色彩が強くなっています。研究課題には
社会的ニーズをベースに研究所が設けるものと
研究者が発案するものがあります。社会的ニー
ズに対応する応用的研究においてはこれを担当
する研究員の存在も重要ですが、むしろ研究課
題の方にプライオリティが置かれる傾向があり
ます。
社会情勢の変化や災害の発生はしばしば技術
的検討課題を提示してきました。たとえば、石
油工業の振興に伴う大規模危険物施設災害の発
生や形態が複雑多様化した都市の自信災害の発
生は、コンビナート施設の安全性確保に関する
研究や大震火災時の消防防災に関する研究が消
防研究所の十店課題として取り上げる契機とな
りました。
新規課題に取り組む際、これを担当する研究
員を新たに採用できれば問題はないが、研究員

に定員の枠絆があり、
容易に増員は叶いませ
ん。流動化する研究ニ
ーズに対応するため、
任期付研究員の制度が
あります。この制度を
利用するのも一方法で
す。しかし、終身雇用
制がまだ根強いわが国
においては、契約期限

の後の生活に不安を感ずるためかまだ任期付研
究員に応募する人は少ないのが現状です。
他に方策がない場合、研究分野が比較的近い
在籍の研究員に相当してもらうことになります。
学問分野が細分化されていることもあって、一
般に研究者は専門領域を I型化（狭く深く）し
ていく傾向を有するものです。一方、消防防災
研究の領域は広範囲にわたっています。そこで、
野球場の守備において落ちてきたボールを９人
のうちの近い人がその守備位置から移動して処
理するように、研究員に求めたいのは自分の専
門領域だけでなくその廻りをも守備範囲に取り
込んでおくことです。広い視野に立って研究者
自らの専門分野を含む世界を問題意識的に観察
し、臨機応変に対処把握する姿勢が必要です。
このような能力を有するいわゆる T型研究者
は、複数の分野の連携によるプロジェクト研究
においても不可欠です。T型研究者を育成し、
消防防災フィールドの守備固めをしていくこと
が組織としてのポテンシャルを高める上で肝要
であると考えています。
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＜第１章 災害の現況と課題＞

- 火災の概要

平成９年中の出火件数は６万１，８８９件で前

年の６万４，０６６件と比べ２，１７７件減少してます。

出火件数を火災種別でみると、その増減状

況は、建物火災が２３７件、林野火災が５７３件、

船舶火災が１９件、その他火災が１，６１９件それ

ぞれ減少していますが、一方、車両火災は２７０

件、航空機火災が１件それぞれ増加していま

す。四季別にみると、火気を使用する機会の

多い冬季から春季にかけて多く発生しており、

春季と冬季で総出火件数の５７．１％を占めてい

ます（第１表、第２表、第３表）。

（白書１～５ページ）

. 出火原因

出火原因別の出火件数は�放火�が７，２２２
件で前年の６，７３２件と比べ４９０件増加しており、

４年ぶりで第１位となっています。また、�放
火の疑い�によるものは５，６５４件で、前年と
比べ２７６件増加し、�放火�及び�放火の疑
い�は合わせて１万２，８７６件で、前年と比べ
７６６件増加しています。

なお、２位は�たばこ�６，９０６件で前年と
比べ２１５件減少しており、また、この他の原

因については、第３位が�こんろ�の５，８９３
件、第５位が�たき火�の４，４３０件、第６位
が�火遊び�２，７２７件で、前年と比較すると
�たきび�は１，０６９件減少していますが、�こ
んろ�及び�火遊び�はそれぞれ３８件、２５件

と増加しています（第１図）。

（白書２５～３３ページ）

/ 損害額

平成９年中の火災による損害額は１，７６９億

円で前年の１，７１３億円と比べ５６億円増加して

います。

また、火災１件当たりでは、２８６万円で前

年と比べ１８万円増加しています。

（白書２４～２５ページ）

0 出火原因別損害額

出火原因別の損害額をみると�たばこ�に
よる火災の損害額が１５０億２，３６５万円で前年の

１５５億２，０６３万円と比べ４億９，６９８万円減少し

ているものの依然として第１位となっていま

す。次に�放火�が１２５億９，８９８万円と、前年
と比べ１９億８，２４７万円増加しており、また、�放
火の疑い�によるものを合わせると２４２億
５，８３６万円となり、前年と比べ４６億７，０１８万円

増加しています。 （白書２５～２７ページ）

1 建物火災

建物火災は総数３万４，５１９件で１日当たり

９５件発生し、１５分に１件の割合で出火してい

ることになります。 （白書３３ページ）

2 建物火災の出火原因

建物火災の主な出火原因は、�こんろ�に
よるものが５，８３０件と最も多く、次いで、�た
ばこ�の３，８３７件、�放火�の３，５６１件の順と
なっています。

�こんろ�による火災のうち４，２８０件が、�消
し忘れ�によるものであり、また、着火物と
しては、動植物油（天ぷら油等）が４，２８４件

となっています（第２図）。（白書３７ページ）

3 火災の動向

平成９年中の総出火件数は６万１，８８９件、

4放火5が4たばこ5を抜いて第１位、総損
害額は１，７６９億円、4たばこ5による火災の損
害額が依然として第１位

平成１０年版消防白書の概要について

総 務 課
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この１０年間の火災の動向をみると、出火件

数は、平成６年以降６万件を超える水準で推

移していますが、火災による死者は、平成６

年以降増加傾向を示しています（第３図）。

（白書１ページ） - 火災による死者の概要

［第１表］ 火災の状況

（注）１ �死者�には、火災により負傷した後、４８時間以内に死亡した者を含む。
以下本節において、ことわりのない限り同じ。
２ 出火率とは、人口１万人当たりの出火件数をいう。
３ 損害額等については、調査中のものがあり、変動することがある。
４ △は負数を表す。
５ 増減率は、表示単位未満を四捨五入した。以下本節において、ことわりのない限り同じ。
６ 人口は、平成９年３月３１日現在の住民基本台帳による。以下本節において、ことわりのない限り同じ。
７ 表中の数値には、四捨五入したために、合計が合わない場合がある。以下本節において、ことわりのない限り同じ。
８ 火災が２種以上にわたった場合、火災件数は火災報告取扱要領に基づき計上し、それ以外の数値はそれぞれの火災
種別ごとに計上している。

平成９年中の住宅火災による死者数（放火

自殺者等を除く。）のうち、６５歳以上の高齢

者の死者数は４９９人（５４．１％）

区 分 単 位
平成９年
（A）

平成８年
（B）

増減
（A）－（B）

増減率
（C）／（B）×１００

（％）

出 火 件 数 件 ６１，８８９ ６４，０６６ △ ２，１７７ △ ３．４
建 物 ３４，５１９ ３４，７５６ △ ２３７ △ ０．７
林 野 ３，７６６ ４，３３９ △ ５７３ △ １３．２
車 両 ７，４３４ ７，１６４ ２７０ ３．８
船 舶 １２４ １４３ △ １９ △ １３．３
航 空 機 ５ ４ １ ２５．０
そ の 他 １６，０４１ １７，６６０ △ １，６１９ △ ９．２

焼 損 面 積 棟 ５１，４７６ ５１，０４６ ４３０ ０．８
全 焼 １１，５０６ １１，８６１ △ ３５５ △ ３．０
半 焼 ４，２３４ ４，０２７ ２０７ ５．１
部 分 焼 １６，６２１ １６，７７２ △ １５１ △ ０．９
ぼ や １９，１１５ １８，３８６ ７２９ ４．０

建 物 焼 損 床 面 積 � １，８１２，６６８ １，７０９，７３６ １０２，９３２ ６．０
建 物 焼 損 表 面 積 � １６５，６６４ １７７，３２３ △ １１，５６９ △ ６．６
林 野 焼 損 面 積 a ３１２，３７３ ２４１，９９０ ７０，３８３ ２９．１
死 者 人 ２，０９５ １，９７８ １１７ ５．９
負 傷 者 人 ７，６１８ ８，０４４ △ ４２６ △ ５．３
り 災 世 帯 数 世帯 ３１，９５６ ３２，３００ △ ３４４ △ １．１
全 損 ７，８８５ ８，１５７ △ ２７２ △ ３．３
半 損 ２，８０３ ２，９６０ △ １５７ △ ５．３
小 損 ２１，２６８ ２１，１８３ ８５ ０．４

り 災 人 員 人 ８８，８１５ ９１，３０３ △ ２，４８８ △ ２．７
損 害 額 百万円 １７６，８５５ １７１，３００ ５，５５５ ３．２
建 物 １６２，２０７ １５１，５４３ １０，６６４ ７．０
林 野 ３，５６８ １，５１５ ２，０５３ １３５．５
車 両 ３，６８３ ３，７８４ △ １０１ △ ２．７
船 舶 ２６８ ３５２ △ ８４ △ ２３．９
航 空 機 ５１ ９６０ △ ９０９ △ ９４．７
そ の 他 ４，６７４ ３，９１０ ７６４ １９．５
爆 発 件 ２，４０５ ９，２３５ △ ６，８３０ △ ７４．０

出 火 率 件／人口１万人 ４．９ ５．１ △ ０．２ －
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［第２表］ 火災種別出火件数の推移

［第３表］ 四季別出火件数

（注） 冬季の１、２月は、該当年のものである。

［第１図］ 主な出火原因別の出火件数と損害額

（昭和６３年＝１００）

区分

年別

全 火 災 建 物 林 野 車 両 船 舶 航 空 機 そ の 他

件 数 指数 件 数 指数 件 数 指数 件 数 指数 件 数 指数 件 数 指数 件 数 指数

６３ ５９，６７４ １００ ３７，０９０ １００ ３，５８９ １００ ５，５９１ １００ １３４ １００ ５ １００ １３，２６５ １００

元 ５５，７６３ ９３ ３５，１８６ ９５ ２，８９４ ８１ ５，７４４ １０３ １３８ １０３ ４ ８０ １１，７９７ ８９

２ ５６，５０５ ９５ ３４，７６８ ９４ ２，８５８ ８０ ６，１７３ １１０ １４８ １１０ ４ ８０ １２，５５４ ９５

３ ５４，８７９ ９２ ３４，２６３ ９２ ２，５３５ ７１ ６，２０７ １１１ １２３ ９２ ３ ６０ １１，７４８ ８９

４ ５４，７６２ ９２ ３３，５３２ ９０ ２，２６２ ６３ ６，２８１ １１２ １３９ １０４ １ ２０ １２，５４７ ９５

５ ５６，７００ ９５ ３３，６０８ ９１ ３，１９１ ８９ ６，４９８ １１６ １２１ ９０ ２ ４０ １３，２８０ １００

６ ６３，０１５ １０６ ３４，３１５ ９３ ４，５３４ １２６ ６，７６５ １２１ １３６ １０１ ３ ６０ １７，２６２ １３０

７ ６２，９１３ １０５ ３４，５３９ ９３ ４，０７２ １１３ ６，９７１ １２５ １２５ ９３ ２ ４０ １７，２０４ １３０

８ ６４，０６６ １０７ ３４，７５６ ９４ ４，３３９ １２１ ７，１６４ １２８ １４３ １０７ ４ ８０ １７，６６０ １３３

９ ６１，８８９ １０４ ３４，５１９ ９３ ３，７６６ １０５ ７，４３４ １３３ １２４ ９３ ５ １００ １６，０４１ １２１

年別

季節

平 成 ９ 年 平 成 ８ 年

出火件数
（件）

割合
（％）

損害額
（百万円）

割合
（％）

出火件数
（件）

割合
（％）

損害額
（百万円）

割合
（％）

春季（３月～５月） １８，２１６ ２９．４ ４８，５５９ ２７．５ ２０，３６４ ３１．８ ４９，３３６ ２８．８

夏季（６月～８月） １２，７６２ ２０．６ ３７，０００ ２０．９ １３，５４７ ２１．１ ３９，９２１ ２３．３

秋季（９月～１１月） １３，７８１ ２２．３ ４０，１６８ ２２．７ １１，８７０ １８．５ ３６，４４８ ２１．３

冬季（１２月～２月） １７，１３０ ２７．７ ５１，１２８ ２８．９ １８，２８５ ２８．５ ４５，５９５ ２６．６

計 ６１，８８９ １００．０ １７６，８５５ １００．０ ６４，０６６ １００．０ １７１，３００ １００．０
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平成９年中の火災による死者数は２，０９５人

で前年の１，９７８人と比べ１１７人増加しています。

１日当たりの火災による死者数は、５．７人

で前年の５．４人と比べ０．３人の増加しています。

なお、放火自殺者数は７７４人で前年と比べ

６３人増加しています。 （白書６ページ）

. 住宅火災における死者数

住宅火災による死者１，１６５人のうち、放火

自殺者、放火自殺の巻き添え及び放火殺人（以

下�放火自殺者等�という。）２４２人を除く失
火等による死者は９２３人となっており、前年

の死者８９０人と比べ３３人増加しています。

また、このうち６５歳以上の高齢者は４９９人

と半数を超えています。

住宅火災における死者数（放火自殺者等を

除く。）について、年齢階層別に人口１０万人

当たりの死者発生数をみると、年齢が高くな

るに従い死者発生数も著しく増加しており、

８１歳以上の階層では、最も低い１６から２０歳の

階層と比べ約７０倍となっています（第４図）。

（白書１３～１６ページ）

- 危険物施設等災害

［第２図］ 建物火災の主な出火原因と経過（平成９年中）

［第３図］ 火災の傾向（昭和６３年＝１００）

平成９年中の火災以外の災害について
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平成９年中の危険物施設における火災発生

件数は１５５件で前年の１４４件と比べ１１件増加し

ています。

危険物運搬中の火災の発生件数は１１件で、

死者はなく、負傷者は２人となっています。

（白書７４、７６ページ）

. 石油コンビナート災害

平成９年中に石油コンビナート等特別防災

区域内で発生した災害の件数は７６件で、前年

の９３件と比べ１７件減少しています。

（白書９１ページ）

/ 林野火災

平成９年中の林野火災の件数は３，７６６件で

前年の４，３３９件と比べ５７３件減少しています。

一方、焼損面積は３，１２４ha で前年の２，４２０ha

と比べ７０４ha、損害額は３５億６，７８０万円で前年

の１５億１，４８５万円と比べ２０億５，２９５万円とそれ

ぞれ増加しています。

例年、林野火災は春先を中心に発生してお

り、平成９年も３月に８０８件と最も多く発生

しており、１月から５月までの間に、年間の

７３．２％の火災が集中して発生しています。

（白書１００ページ）

0 風水害

平成９年中の年降水量は、東日本・西日本

の太平洋側と南西諸島では平年より少なかっ

たが、西日本の日本海側では多かった。また、

台風の発生数は平年並みであったが、６月か

ら７月にかけて台風７号、８号、９号が相次

いで上陸、９月には台風１９号が上陸するなど

上陸数、接近数はいずれも平年を上回りまし

た。しかしながら、風水害、雪害等の異常な

自然現象に伴う災害（地震、火山噴火を除

く。）による人的被害は前年に比べて少なく、

死者・行方不明者７１人（前年８４人）、負傷者

３０６人（同４７５人）でした。住家被害について

は全壊１１０棟（前年３９棟）、半壊１１７棟（同２１６

棟）、一部損壊２，２１８棟（同１４，４８７棟）となっ

ています（第５図）。 （白書１０５ページ）

1 火山災害

火山災害については、平成９年は、３月と

４月に諏訪之瀬島（鹿児島県）が噴火し、８

月には、秋田焼山（秋田県）が４６年ぶりに噴

火しました。また、昭和３０年以降、噴火が恒

常化している桜島も、３月以降たびたび噴火

を繰り返しました。

なお、平成９年は、９月に安達太良山（福

島県）で登山者４人が火口内に滞留していた

硫化水素により中毒死し、１１月には阿蘇山（熊

本県）で観光客２人が二酸化硫黄により死亡

［第４図］ 住宅火災における年齢階層別死者発生状況（放火自殺者等を除く。）

（注） 年齢不明者６名を除く。人口は、平成９年１０月１日現在の推計人口
（総務庁統計局）による。

（平成９年中）
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したほか、７月には八甲田山（青森県）の田

代平で訓練中の自衛隊員３人が火山性の二酸

化炭素により死亡するなど、火山ガスに起因

する事故により９人が死亡しています。

平成９年中の火山情報は、２火山において、

計４回の臨時火山情報が発表されています。

（白書１１１ページ）

2 地震災害

［阪神・淡路大震災］

ア 災害の概要

平成７年１月１７日５時４６分頃、兵庫県淡路

島北部を、震源とする地震（平成７年（１９９５

年）兵庫県南部地震）が発生しました。

この地震により、東北地方南部から九州に

かけての広い範囲で有感となり、その被害は

２府１５県におよび、平成９年１２月２４日現在で、

人的被害は死者６，４３０人、行方不明者３人、

負傷者４万３，７７３人、住家被害は全壊１０万

４，９００棟、半壊１４万４，２５６棟、避難者は最大で

３１万人を超えるものとなりました（第４表、

第５表、第６表）。

また、地震により２８５件の火災が発生し、

全体で焼損棟数７，４８３棟、焼損床面積８３万

４，６６３�となっています。
（白書１１４～１１６ページ）

イ 消防機関・消防庁等の活動

� 地震発生から平成７年３月３１日までに、

４１都道府県、４５１消防本部、延べ７，６０２隊、

車両７，６２８台、約３万２，４００人の消防職員に

よる広域応援活動が行われました。

また、地方公共団体の防災機関による生

活関連物資の提供や応急活動等のため、延

べ約１９万６千人の応援活動が行われました。

� 消防団については、被災地周辺からの応

援も含め、延べ７万１千人以上が消火活動

や救援活動に従事しました。

� 地震発生直後から自主防災組織による消

火活動等の応急活動が行われています。

� ボランティア活動については、発災直後

から多くのボランティアが被災地に駆けつ

け、物資の仕分け、避難所の運営、炊き出

し、医療介護、運送、通訳等様々な分野で

重要な役割を担いました。

� 消防庁では直ちに関係府県に対し、適切

な対応と被害状況について報告を行うよう

連絡し、情報収集を開始するとともに、消

防広域応援や被災者保護のための生活関連

物資の支援調整、人的応援の調整、被災者

の公営住宅等への受け入れ斡旋等の活動を

行いました。 （白書１１６～１１９ページ）

［第５図］ 風水害等による被害状況

（注） 地震、火山噴火による被害を除いた数値である。
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［第４表］ 地震の概要（気象庁発表）

［第５表］ 人的被害の状況

（注） 死者の中には、災害発生後疾病により死亡した者のうち、その疾病の発生原因や疾病を著しく悪化さ

せたことについて災害と相当因果関係があるとして関係市町で災害による死者とした者が含まれている。

［第６表］ 住家被害の状況

平成９年１２月２４日現在

平成９年１２月２４日現在（人）

発生年月日 平成７年（１９９５年）１月１７日� ５時４６分

地 震 名 平成７年（１９９５年）兵庫県南部地震

震 央 地 名 淡路島（北緯３４度３６分、東経１３５度０２分）

震源の深さ １６km

規 模 マグニチュード（M）７．２

津 波 なし

各地の震度

震度７ 注）のとおり
震度６ 神戸、洲本
震度５ 京都、彦根、豊岡
震度４ 岐阜、四日市、上野、福井、敦賀、津、和歌山、姫路、舞鶴、大阪、高松、岡山、徳島、津山、

多度津、鳥取、福山、高知、境、呉、奈良
震度３ 山口、萩、尾鷲、伊良湖、富山、飯田、諏訪、金沢、潮岬、松江、米子、室戸岬、松山、広島、

西郷、輪島、名古屋、大分
震度２ 佐賀、三島、浜松、高山、伏木、河口湖、宇和島、宿毛、松本、御前崎、静岡、甲府、長野、

横浜、熊本、日田、都城、軽井沢、高田、下関、宮崎、人吉
震度１ 福岡、熊谷、東京、水戸、網代、浜田、新潟、足摺、宇都宮、前橋、小名浜、延岡、平戸、鹿

児島、館山、千葉、秩父、阿蘇山、柿岡
注） 気象庁が地震機動観測班を派遣し現地調査を実施した結果、以下の地域は震度７であった。

神戸市須磨区鷹取・長田区大橋・兵庫区大開・中央区三宮・灘区六甲道・東灘区住吉、芦屋市芦
屋駅付近、西宮市夙川等、のほぼ帯状の地域宝塚市の一部、及び淡路島北部の北淡町、一宮町、津
名町の一部の地域

府 県 死 者 行方不明
死 者
計

重 傷 軽 傷
負傷者
計

うち火災に
よる死者

兵 庫 県 ６，３９８ ５５９ ３ ６，４０１ ８，５７４ ３１，４９９ ４０，０７３

大 阪 府 ３１ － － ３１ １７５ ３，４１４ ３，５８９

京 都 府 １ － － １ ３ ４６ ４９

他 県 － － － － １１ ５１ ６２

計 ６，４３０ ５５９ ３ ６，４３３ ８，７６３ ３５，０１０ ４３，７７３

府 県
全 壊 半 壊 全半壊 計

棟 世 帯 棟 世 帯 棟 世 帯

兵 庫 県 １０３，９９８ １７８，３６２ １３６，９３４ ２５８，７９０ ２４０，９３２ ４３７，１５２

大 阪 府 ８９５ ３，４１０ ７，２３２ １７，２２３ ８，１２７ ２０，６３３

京 都 府 ３ ３ ６ ６ ９ ９

徳 島 県 ４ ５ ８４ ８６ ８８ ９１

合 計 １０４，９００ １８１，７８０ １４４，２５６ ２７６，１０５ ２４９，１５６ ４５７，８８５
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ウ 震災を踏まえて講じた措置

� 大規模災害時において、被災都道府県知

事からの要請を待ついとまがないと認めら

れるような場合等においても、迅速な消防

広域応援が確保できるよう消防組織法の一

部改正を行いました。

� 災害時における交通規制に関する措置の

拡充等、国及び地方公共団体の防災体制の

強化等について、災害対策基本法の一部改

正を行いました。

� 地震防災緊急事業五箇年計画の策定及び

国の財政上の特別措置等を定めた地震防災

対策特別措置法が制定されました。

� 防災機関の初動体制の充実など防災基本

計画の修正や自治省・消防庁防災業務計画

の修正を行うとともに、地域防災計画の見

直しを要請しました。

� 被災した消防防災施設の早期復旧を図る

とともに、大規模災害に対応できる全国的

な消防防災体制の整備を促進する観点から、

画像伝送システム、ヘリコプターテレビ電

送システム、震度情報ネットワークシステ

ムなどの情報収集・伝達体制の整備、耐震

性貯水槽等多様な水利の整備等のための補

助金や地方単独事業による防災基盤整備の

ための緊急防災基盤整備事業の創設などに

より財政支援措置の拡充等を行いました。

� 緊急消防援助隊の創設、航空消防防災体

制の強化、防災拠点の整備、広域応援協定

の締結など防災体制の充実・強化を推進し

ています。 （白書１１９～１２１ページ）

［平成９年中の地震災害］

平成９年中に発生した地震のうち震度４以上

を記録したのは４０回で前年の３１回と比べ９回増

加しています。

そのうち、３月２６日から４月９日までの間及

び５月１３日、１４日に発生した鹿児島県薩摩地方

を震源とする地震では、負傷者１１１名の被害を

出しました。また、３月１６日に発生した愛知県

北東部を震源とする地震では、負傷者４名の被

害を出した。 （白書１２１～１２２ページ）

3 特殊災害

� 原子力事故としては、平成７年１２月８日

に使用前検査中の高速増殖炉�もんじゅ�
において、冷却材であるナトリウムが漏洩

し、火災が発生した事故や、平成９年３月

１１日に動力炉・核燃料開発事業団の東海再

処理施設アスファルト固化処理施設で発生

した火災爆発事故があります。

� 海上における油の流出災害としては、平

成９年１月２日に日本海沿岸の各地に大き

な被害を生じさせたロシア船籍タンカー

�ナホトカ号�海難・流出油災害のほか、
同年７月２日には東京湾においてパナマ船

籍タンカー�ダイヤモンドグレース号�流
出油災害が発生しました。

（白書１４３～１４８ページ）

＜第２章 消防防災の組織と活動＞

- 常備消防機関

平成１０年４月１日現在、消防本部９２０本部、

消防署１，６６２署、出張所３，２３２所、消防職員１５

万１，７０３人となっており、前年と比較して広

域化が進められたことにより３本部減少し、

消防署は８署増加し、消防職員は１，０７７人増

加しています（第７表）。（白書１５３ページ）

. 常備化の現況

平成１０年４月１日現在、消防本部及び消防

署の常備化市町村は、３，１３０市町村となり、

常備化率は市町村数で９６．８％（市は１００％、

町村は９６．０％）に達し、人口の９９．７％が常備

消防にカバーされています。

（白書１５３～１５４ページ）

/ 消防団

消防団は、常備化が進展してきた今日にお

いても、地域の消防防災に果たす役割は依然

として重要です。

人口の９９．７％を常備消防がカバー

消防団員数は減少傾向、高齢化も進む
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平成１０年４月１日現在、消防団は３，６４３団、

消防団員数は９６万２，６２５人であり、ほとんど

全ての市町村に設けられています。団員数は

減少傾向にあり、１０年前の昭和６３年４月１日

現在に比べ４万６，３７３人（４．６％）減少してい

ます。この間、女性消防団員数は７，２６０人増

加し、８，４８５人となっています。

また、消防団員の平均年齢は３６．４歳（前年

より０．２歳増）となっており、その高齢化が

進んでいます。 （白書１５５～１５６ページ）

- 平成９年中の消防職団員の活動状況

平成９年中における全国の消防職団員の活

動状況をみると、火災等（火災、救助活動、

風水害等の災害、特別警戒、捜索、誤報等及

びその他（警察への協力、危険排除等）をい

う。ただし救急業務を除く。）への出動回数

は８９万４３４回で、出動延人員では９６５万４，９３４

人です。また、１日当たりの出動回数は２，４４１

回、３５秒に１回の割合で出動したことになっ

ています。

そのうち、消防団員の火災等への出動回数

は２６万９１１回、出動延人員は５６２万６，２１８人と

なっており、火災において初期消火、残火処

理にあたるほか、多数の要員を必要とする風

水害等においても多くの消防団員が出動した

ことになります。

. 平成１０年の風水害時の活動状況

平成１０年８月上旬豪雨（８月３日から７

日）、８月末豪雨（８月２６日から３１日）、台風

第５号、台風第７・８号、９月２３日から２５日

の大雨による災害において、延べ約５６，０００人

の消防職員と延べ約２１６，０００人の消防団員が

活動しています。 （白書１７３ページ）

- 救急搬送

平成９年中の救急出場件数は３４７万６，５０４件

で前年の３３７万３，３９４件と比べ１０万３，１１０件増

加しています。また、救急搬送人員は３３４万

２，２８０人で前年の３２４万７，１２９人と比べ９万

５，１５１人増加しています（第８表）。

全国で１日平均９，５２５件（前年９，２１７件）、

９．１秒（同９．４秒）に１回の割合で救急隊が出

場し、国民の３８人に１人が救急隊によって搬

送されたことになります。（白書１９７ページ）

. 応急処置の実施状況

搬送人員のうち、救急隊員が応急処置を行

［第７表］ 市町村の消防組織の現況

消防職団員の火災等への出動回数は増加

～全国で３５秒に１回出動～

救急出場件数、搬送人員はともに増加

～全国で９．１秒に１回救急出場、国民３８人

に１人が救急搬送～

救急隊数及び救急隊員数ともに増加

着実に進む救急の高度化

区 分
平成１０年

４月１日現在
平成９年
４月１日現在

比 較
増 減 数 増減率％

消

防

本

部

消 防 本 部 ９２０ ９２３ △３ △０．３
市 ３４４ ３４７ △３ △０．９

内訳 町・村 １０３ １０５ △２ △１．９
組 合 ４７３ ４７１ ２ ０．４

消 防 署 １，６６２ １，６５４ ８ ０．５
出 張 所 ３，２３２ ３，２２４ ８ ０．２
消 防 職 員 数 １５１，７０３ １５０，６２６ １，０７７ ０．７

消

防

団

消 防 団 ３，６４３ ３，６４１ ２ ０．１
分 団 ２５，３９３ ２５，４５５ △６２ △０．２
非 常 勤 消 防 団 員 ９６２，６２５ ９６８，０８１ △５，４５６ △０．６
消 防 団 常 備 部 － － － －
常 勤 消 防 団 員 － － － －
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った傷病者は、２６４万３，１７９人（搬送人員の

７９．１％、前年は７３．７％）であり、前年に比較

し、２４万８，８７４人（１０．４％）増加しています。

なお、救急隊員の行った応急処置の件数６９９

万８，１９９件のうち、�救急隊員の行う応急処置
等の基準�の改正（平成３年８月）により拡
大された、血圧測定、心音呼吸音聴取、心電

図伝送等の応急処置により処置された件数は、

４０１万４，７０６件と前年の約１．３倍となっており、

このうち救急救命士が行う心肺機能停止状態

に陥った傷病者の蘇生等のために行う高度な

応急処置の件数は２万１，６６０件にのぼり、前

年の約１．４倍となっています。

（白書２０３～２０４ページ）

/ 実施体制

平成１０年４月１日現在、救急隊は４，５１５隊

で前年の４，４８３隊と比べ３２隊の増となってお

り、また、救急隊員は５万５，４１０人で前年の

５万４，７４３人と比べ６６７人の増となっています。

救急業務実施市町村数は、３，１５０市町村（６７０

市、１，９６２町、５１８村）で、全市町村の９７．４％

（前年９７．１％）、全人口の９９．８％（前年９９．７％）

がカバーされています。

（白書２０３～２０５ページ）

0 救急業務の高度化

平成１０年７月１日現在、消防職員関係者の

救急救命士の資格を有する者の数は６，９２０人

あり（対前年１，３９６人増）、このうちの６６６消

防本部において救急救命士による救急業務が

実施されています。

また、拡大された救急処置を行うために必

要な高規格救急自動車は１，７７０台（対前年３４７

台増）配置されています。（白書２０６ページ）

- 救助活動件数及び救助人員

平成９年中の救助活動件数は、３万５，０５０

件で前年の３万２，５７２件と比べ２，４７８件の増、

救助人員は、３万５，１０５人で前年の３万２，８２８

人と比べ２，２７７人の増となっています（第９

表）。 （白書２１７ページ）

. 活動状況

救助活動の状況をみると、交通事故が

５０．１％を占め、火災が１９．３％となっています

（第１０表）。 （白書２１７～２１９ページ）

/ 実施体制

平成１０年４月１日現在、救助隊を設置して

いるのは８７５消防本部（対前年６本部増）と

なっており、当該消防本部の構成市町村は

３，０１８市町村（同３２市町村増）です。救助隊

は１，５０９隊設置されており、救助隊員は２

万３，４２２人となっています。１消防本部当た

［第８表］ 救急出場件数及び搬送人員の推移

（注） １ 救急業務実施状況調による。

２ 昭和３８年の数は４月１日から１２月３１日までのものである。

救助活動件数及び救助人員ともに増加

活動状況は交通事故と火災に係るものが約７

割

区分

年

救急出場件数 搬送人員 （A）のうち交
通事故による
出場件数

（B）

（A）に対
す る（B）
の割合
（％）

（A）のうち急
病による出場
件数

（A）に対
す る（C）
の割合
（％）

件 数
（A）

対前年
増減率
（％）

人員
対前年
増減率
（％）

３８ ２３９，３９３ ２１．３ ２１５，８０４ ２１．５ ８１，３８７ ３４．０ ８７，６７６ ３６．６

４ ２，８６１，３１１ １．１ ２，７９３，４９５ １．０ ６３８，５８５ ２２．３ １，４６７，３４５ ５１．３

５ ２，９３１，６６３ ２．５ ２，８５３，３３９ ２．１ ６３２，１６４ ２１．６ １，５２２，３６５ ５１．９

６ ３，０４９，０００ ４．０ ２，９４８，６３０ ３．３ ６２６，６０４ ２０．６ １，６０５，１９５ ５２．６

７ ３，２８０，０４６ ７．６ ３，１６４，４８３ ７．３ ６４３，０３７ １９．６ １，７７１，４６８ ５４．０

８ ３，３７３，３９４ ２．８ ３，２４７，１２９ ２．６ ６３３，８０１ １８．８ １，９２８，９２０ ５４．２

９ ３，４７６，５０４ ３．１ ３，３４２，２８０ ２．９ ６２７，６０３ １８．１ １，８９９，９８７ ５４．７
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り１．７隊の救助隊が設置され、１隊に１５．５人

の救助隊員が配置されていることになります。

（白書２１８～２１９ページ）

- 航空消防防災体制の現況

ヘリコプターは林野火災や風水害などの災

害状況の把握、林野火災における空中消火、

山岳等における救助、離島・山間地域等から

の重度傷病者の救急搬送等に極めて有効であ

り、その整備を推進しています。

消防・防災ヘリコプターの保有状況

（平成１０年４月１日現在）

消防機関の保有するヘリ２６機（前年度２６機）

都道府県の保有するヘリ３７機（ 〃 ３２機）

計 ６３機（ 〃 ５８機）

［第９表］ 救助活動件数及び救助人員の推移

［第１０表］ 事故種別救助出動及び活動の状況

（注） １ 救助業務実施状況調による。
２ （ ）内は構成比（％）
３ �出動人員�とは、救助活動を行うために出動したすべての人員をいう。
４ �活動人員�とは、出動人員のうち実際に救助活動を行った人員をいう。

消防・防災ヘリコプターの整備の推進

（注） 消防本部・署を設置しない市町村の消防団の活動件数等を含めている。本

節の以下のデータについても同じ。

（平成９年中）

区分

年

救 助 活 動 件 数 救 助 人 員

件 数 対前年増減数
（％）

人 員 対前年増減数
（％）

５ ２８，１０３ １６．９ ３４，９７１ ４２．７

６ ２８，６８６ ２．１ ２９，８１３ △ １４．７

７ ３３，１４９ １５．６ ３４，２７２ １５．０

８ ３２，５７２ △ １．７ ３２，８２８ △ ４．２

９ ３５，０５０ ７．６ ３５，１０５ ６．９

事故種別

区分
火 災

交 通
事 故

水 難
事 故

自 然
災 害

機械等
による
事 故

建物等
による
事 故

ガス及
び酸欠
事 故

爆 発
事 故

その他 計

救 助 活 動
件 数

６，７５０
（１９．３）

１７，５７０
（５０．１）

１，５２９
（４．４）

２２０
（０．６）

８６６
（２．５）

４，０１８
（１１．５）

１２４
（０．３）

３
（０．０）

３，９７０
（１１．３）

３５，０５０
（１００．０）

救 助 人 員
１，４０３
（４．０）

２２，６７６
（６４．６）

１，４０３
（４．０）

３９６
（１．１）

１．０９５
（３．１）

４，１１８
（１１．８）

１１８
（０．３）

１
（０．０）

３，８９５
（１１．１）

３５，１０５
（１００．０）

消
防
職
員

救 助 出
動 人 員

２６０，０１９
（３０．９）

３３８，１１３
（４０．２）

４１，８５４
（４．９）

３，５０２
（０．４）

２０，９１０
（２．５）

６３，１５２
（７．５）

５，３７２
（０．６）

９８
（０．０）

１０９，１３４
（１３．０）

８４２，１５４
（１００．０）

救 助 活
動 人 員

１０３，３３７
（２６．９）

１６７，５８７
（４３．６）

２２，２６８
（５．８）

２，４３０
（０．６）

８，８８５
（２．３）

４１，３２８
（１０．８）

１，５７６
（０．４）

４４
（０．０）

３６，７１２
（９．６）

３８４，１６７
（１００．０）

消
防
団
員

救 助 出
動 人 員

１２８，７９２
（８２．３）

３，３０６
（２．１）

７，７４６
（４．９）

１，３４９
（０．９）

９３
（０．１）

２１７
（０．１）

２４２
（０．２）

５１
（０．０）

１４，７５３
（９．４）

１５６，５４９
（１００．０）

救 助 活
動 人 員

９，４２５
（３８．７）

９６２
（４．０）

６，１６３
（２５．３）

１，１２４
（４．６）

７
（０．０）

６
（０．０）

０
（０．０）

０
（０．０）

６，６６７
（２７．４）

２４，３５４
（１００．０）

一件当たりの
救助活動人員

１６．７ ９．６ １８．６ １６．２ １０．３ １０．３ １２．７ １４．７ １０．９ １１．７
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（白書２２２～２２３ページ）

. 航空消防防災体制の課題

都市化の進展や都市構造の変化等による災

害の複雑多様化に備えるとともに、救急業務

の一層の高度化を実現し、国民の信頼と期待

に応えていくためには、消防・防災ヘリコプ

ターを活用した広域的かつ機動的な消防防災

体制を全国的に早急に整備する必要がありま

す。

全国的な航空消防防災体制を充実強化する

ためには、消防・防災ヘリコプターの計画的

な配置を積極的に推進するとともに、全国に

配置されている消防・防災ヘリコプターの整

備点検情報、全国各地の離着陸場のデータ等

をデータベース化するヘリコプター情報シス

テムの適切な運用を図っていく必要がありま

す。 （白書２２４ページ）

- 国と地方公共団体の防災体制

阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、災害対

策基本法の改正や防災基本計画の修正、消防

庁の防災体制の強化、地域防災計画の見直し

等が進められています。

また、地域住民の参加を得た防災訓練の実

施を推進しています。（白書２２７～２３１ページ）

. 広域応援体制

大規模災害に際し、地方公共団体の区域を

越えて、機動的、効果的に対応できるよう広

域航空消防応援体制の整備、緊急消防援助隊

の災害対応力の充実強化など消防の広域応援

体制の強化を推進しています。

また、都道府県の広域防災応援に関して、

全国全てのブロックで広域応援協定の締結・

見直しがなされています。

（白書２３４～２３９ページ）

- 消防防災通信ネットワーク

災害時において、迅速かつ的確な災害応急

活動を実施するためには、平素から防災情報

の収集・伝達体制を確立しておくほか、災害

に強い消防防災通信ネットワークを構築して

おくことが極めて重要です。

現在、国、地方公共団体、住民等を結ぶ消

防防災通信ネットワークを構成する主要な通

信網としては、国と都道府県を結ぶ消防防災

無線網、都道府県と市町村等を結ぶ都道府県

防災行政無線網及び市町村と住民等を結ぶ市

町村防災行政無線網が構築されています。

（白書２４１ページ）

. 防災情報システム

広域的な対応が重視される今日の防災対策

においては、迅速な情報収集・伝達と地方公

共団体の対応力を把握した上での調整判断が

不可欠です。

このため、消防庁では、震度情報などの緊

急情報を迅速に伝達するほか、緊急消防援助

隊や消防・防災ヘリコプターの出動可能状況、

非常物資の備蓄等広域応援の対応力の状況、

地域防災計画、消防防災統計など消防防災に

係る情報をデータベース化するとともに、全

国的なネットワーク化を図り、消防庁と地方

公共団体等との間でこれらの情報を共有化で

きる防災情報システムの整備を推進し、順次

運用を開始しています。 （白書２４７ページ）

＜第３章 自主的な防災活動と災害に強い地域

づくり＞

- 防火防災意識の高揚

平成９年中の火災を原因別にみると失火が

全体の６５．０％を占めていること、地震や風水

害における避難や二次災害の防止等について

は地域住民の日ごろからの備え、災害時の適

切な行動が基本となることなどから、災害に

強い安全な地域社会を作るためには、国民の

防火防災意識の高揚に待つところが極めて大

きいと思われます。

防災体制及び消防広域応援体制の強化

消防防災通信ネットワークの強化

防火防災意識の高揚と自主防災活動
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そのため、家庭、職場を問わず国民一人ひ

とりが常に防火防災に関心を持つとともに、

それぞれが日ごろから自主防災の意識を持ち、

災害が発生した場合、的確に対処できるよう

な基礎知識を身につけておくことが大切です。

（白書２５３ページ）

. 自主防災活動

防災体制の強化については、消防機関をは

じめとする防災関係機関による体制整備が必

要であることは言うまでもありませんが、地

域住民が連帯し、地域ぐるみの防災体制を確

立することも重要です。

特に、大規模災害時には、電話が不通とな

り、道路、橋りょう等は損壊し、電気・ガス

施設、水道管等が寸断され、また、消防機関

等の活動は著しく制限されることが予想され

ます。このような状況下では、地域住民の一

人ひとりが�自分たちの地域は自分たちで守
る�という固い信念と連帯意識の下に、組織
的に、出火の防止、初期消火、情報の収集伝

達、避難誘導、被災者の救出救護、応急手当、

給食給水等の自主的な防災活動を行うことが

必要不可欠です。

このような自主的な防災活動が効果的かつ

組織的に行われるためには、地域ごとに自主

防災組織を整備し、平常時から、災害時にお

ける情報収集伝達・警戒避難体制の整備、防

災用資機材の備蓄等を進めるとともに、大規

模な災害を想定しての防災訓練を積み重ねて

おくことが必要です。

また、地域の防火防災意識の高揚を図るた

めには、地域の自主防災組織の育成とともに、

婦人防火クラブ、少年消防クラブ、幼年消防

クラブ等の育成強化を図ることも重要です。

（白書２５９ページ）

＜第４章 規制緩和への対応＞

国際化の進展や社会経済活動の多様化等を背

景に、公的規制の緩和が大きな課題となってい

ます。

消防庁としては、安全性の確保に十分配慮し

ながら、�規制緩和推進３か年計画�に定めら
れた各措置の着実な推進を図るなど適切に対処

していくこととしています。

（白書２７１～２７４ページ）

＜第５章 国際協力の推進と地球環境の保全＞

- 国際協力・国際交流

消防庁では、国際協力事業団と協力して、

開発途上にあるアジア諸国等の消防職員を対

象とした消防行政管理者研修をはじめとする

集団研修のほか、諸外国からの個別研修員の

受け入れ、消防における技術指導のための専

門家の派遣を実施しています。

（白書２８７～２９２ページ）

. 国際消防救助隊

海外で大災害が発生した場合に、消防庁長

官の要請により国際消防救助隊が派遣される

ことになっており、平成９年１０月２２日にイン

ドネシア共和国での森林火災により２９名の

隊員と消防ヘリコプター計２機からなる国際

消防救助隊を派遣しました。

（白書２９５～２９８ページ）

/ 地球環境の保全

ハロン消火剤については、第４回モントリ

オール議定書において平成６年１月１日まで

に生産等を全廃することなどが決定されまし

た。

平成５年７月に関係業界による�ハロンバ
ンク推進協議会�が設立され、同協議会にお
いて、ハロンの管理、回収、再利用を効率的

かつ的確に行うことにより、地球環境の保全

に寄与することとしています。

このため、地球環境の保全の一環として、

規制緩和推進計画に対する消防庁の対応

消防における国際協力・国際交流

地球環境の保全の一環としてのハロン消火剤

等の使用抑制の推進
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ハロン消火剤の使用抑制を図っています。

（白書３０１～３０２ページ）

＜第６章 消防の科学技術の研究＞

災害の複雑多様化に対し、災害の防止、被害

の軽減、原因の究明等に関する科学技術の研究

開発が果たす役割はますます重要になっていま

す。このため、社会的要請及び消防行政上の課

題に重点を置いた研究を行っています。

その他、国際間のあるいは産学官の協力を図

るため、外国の研究機関、国内の大学あるいは

企業との共同研究を積極的に進めています。

（白書３０３ページ）

＜第７章 今後の消防防災行政の方向＞

平成１０年は自治体消防制度が５０周年を迎えた

年であり、これを記念して、�自治体消防５０年
全国縦断シンポジウム�（平成９年７月～９月）、
�自治体消防制度５０周年記念式典�（平成１０年
３月７日）、�自治体消防５０年記念国際消防防災
展'９８in 東京�（平成１０年６月４日～７日）等の
行事や�２１世紀の消防�論文等の募集、�２１世
紀の消防を考える会�の開催などが多彩に行わ
れました。

我が国の消防は、昭和２３年３月に消防組織法

が施行され、市町村消防の原則に基づく自治体

消防が発足して以来、今日まで、歴代の関係者

の努力の積み重ねにより、制度、施策、施設、

装備等の各般にわたり着実な発展を遂げてきま

した。

この結果、自治体消防の活動も火災の予防、

警防はもとより、救急、救助から地震、風水害

等への対応まで広範囲にわたり、国民生活の基

礎となる安全の確保に大きな役割を果たしてき

ています。

しかし、その一方で、我が国は、これまで幾

多の災害を経験してきており、平成７年１月、

戦後最大の被害をもたらした阪神・淡路大震災

が発生し、その後も、地下鉄サリン事件、新潟

・長野県境の蒲原沢及び鹿児島県出水市におけ

る土石流災害、鹿児島県薩摩地方を震源とする

地震災害、ナホトカ号及びダイヤモンドグレー

ス号の海難事故による流出油災害など住民やそ

の生活の安全を脅かす災害等が相次いでいます。

本年に入っても、震度６弱を記録した岩手県

内陸北部を震源とする地震災害、新潟県・福島

県・栃木県・高知県など各地における豪雨や台

風による災害などが起きています。

こうしたことから、災害や事故に対する不断

の備えの重要性はますます増大し、国民の消防

に寄せる期待は極めて大きなものがあります。

このため、自治体消防５０周年を契機とし、こ

れまでの成果と訓練の上に立って、２１世紀に向

け、消防防災行政において第一次的な役割を担

っている地方公共団体が、安全で安心な地域社

会づくりに向けその使命を十分に果たしていく

ことができるよう、今後とも各般の施策を強力

に展開して消防防災行政の推進及びその体制の

充実強化を図っていく必要があります。

具体的には、総合的な防災対策の推進、高度

防災情報通信体制の整備促進、消防力の充実強

化と教育訓練の充実等、消防団の充実強化、救

急・救助業務の充実強化、総合的な防火安全対

策の推進、危険物施設等の安全の確保及び特殊

災害対策の充実強化、技術革新等に対応した規

制緩和の推進、消防防災技術の高度化・国際協

力の推進などに積極的に取り組むことが必要で

す。

○総合的な防災対策の推進

○高度防災情報通信体制の整備促進

○消防力の充実強化と教育訓練の充実等

○消防団の充実強化

○救急・救助業務の充実強化

○航空消防防災体制の整備

○総合的な防火安全対策の推進

消防の科学技術の研究

今後の消防防災行政の方向
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○危険物施設の安全の確保及び特殊災害対策

の充実強化

○技術革新等に対応した規制緩和と国際協力

の推進

（白書３１７～３３０ページ）

なお、本文とは別に１７点の�囲み記事�を記
述しています。また、第１回全国消防広報コン

クールの受賞作品２０点を掲載しています。

�囲み記事�の項目内容は、次のとおりです。

�新技術、新素材の消防用設備等への導入に係
る研究

�住宅用火災警報器
�安全なセルフ給油の実施のために
�秋田県鹿角市の地すべり及び土石流災害

�消防広域化推進意見交換会を開催
�女性消防団員の活躍
�消防大学校における新たなカリキュラム
�救急救命士の病院内実習検討委員会報告書
�ヘリコプター救急 東京消防庁からの報告

	北海道東北ブロック合同訓練－緊急消防援助
隊のブロック合同訓練


消防・救急無線のデジタル化
�防災用地理情報システム（防災GIS）
�防火・防災情報の公開・提供
中国・北京消防訓練センタープロジェクト
�国際消防救助隊の活動
�高機能携帯無線システム
��自治体消防５０年記念国際消防防災展'９８in
東京�を開催

�緊急経済対策�のとりまとめを受けて編成
された第３次補正予算（一般会計予算歳出の追

加額８兆５，３７１億円、歳出の修正減少額２兆

８，６０２億円、総額５兆６，７６９億円）が、１２月１１日

に成立しました。

このうち、消防庁所管分は、�社会資本整備
費�のうち�情報通信・科学技術特別対策費�
として３８億３千万円、�防災特別対策費�とし
て４４億５千万円、総額８２億８千万円を計上して

います。いずれも�景気対策臨時緊急特別枠�
として要望した事項であり、その具体的内容は

次のとおりですが、特に消防補助金については

地域の消防防災に大きな役割を果たしている消

防団に係る総合的な補助金をはじめとして、３

次補正全体で４３億円を計上しております。各地

方公共団体が、地域の消防力向上のために今回

の補正予算を積極的に活用していくようお願い

します。

［消防庁］

１．消防補助金 ４３億円

- 消防防災施設緊急整備事業

６億８千万円

安全で安心な地域づくりを一層推進する

ため、地方公共団体が実施する防火水槽等

の施設整備費に対して一部補助。

. 消防防災設備緊急整備事業

１４億９千万円

安全で安心な地域づくりを一層推進する

ため、地方公共団体が実施する消防ポンプ

自動車、救急業務高度化資機材、防災無線

等の設備整備費に対して一部補助。

/ 消防団基盤緊急総合整備事業

緊急経済対策に係る平成１０年度消防庁補正予算

について

総 務 課
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１７億２千万円

消火活動や救助救出活動等重要な役割を

担っている消防団に係る基盤整備等を図る

ため、地方公共団体が実施する消防団拠点

施設、消防防災用車両、緊急情報通信シス

テム、各種資機材等の総合的な整備費に対

して一部補助。

なお、本事業に併せて実施する消防団の

充実強化対策の検討事業等のソフト事業費

についても一部補助。

0 消防学校防災拠点化・高度化緊急整備事

業 ４億１千万円

地方公共団体が実施する消防学校の防災

拠点化を図るためのヘリコプター離着陸場、

耐震性貯水槽、備蓄倉庫の施設整備費及び

消防学校の教育訓練機能高度化を図るため

の火災消火訓練施設の整備費に対して一部

補助。

２．消防庁事業 ３９億８千万円

- 火災・救急情報等高度防災情報システム

の開発・整備事業 ５億９千万円

消防庁における情報通信機能の向上を図

るため、火災・救急オンラインシステムの

調査・開発等。

. 災害現地派遣職員等活動支援資機材整備

事業 １億５千万円

災害発生時の消防庁職員等による現地被

災状況情報等の収集をより速やかに実施で

きるようにするための災害情報収集活動等

支援資機材の整備。

/ 消防防災研究環境等整備事業

３２億４千万円

消防研究所における広範な研究開発機能

の向上・充実を図るための研究施設の総合

的環境整備。

総額 ８２億８千万円

（注） ２の-及び/を�情報通信・科学技術特
別対策費�として計上。
その他を�防災特別対策費�として計上。

１．はじめに

第１回日米地震防災政策会議（ハイレベル

・フォーラム）が１０月２０日～２２日の３日間、

米国ワシントン州シアトル市において開催さ

れました。本会議は、日米両国における地震

被害の軽減を目的とする施策及び計画の発展

を図るために設定されたもので、開催に到っ

た経緯は、以下の通りです。即ち、兵庫県南

部地震、ノースリッジ地震による都市型地震

災害を経験した日米両国間で、地震の経験と

教訓を共有し、世界の地震防災問題への取組

みに役立てることを目的とした�日米地震シ
ンポジウム�の開催が日米首脳会談で村山首

相（当時）から提案され、�コモン・アジェ
ンダ�（地球的規模の課題に対処するための
日米協力の枠組み）の一分野として位置付け

られました。これを踏まえ、平成８年度及び

９年度に�日米地震シンポジウム�が日米両
国で一回づつ開催され、第２回シンポジウム

の共同声明において、本会議の設定が表明さ

れ、それを受けて開催されたものです。

２．会議概要

会議では、谷川国土政務次官、アームスト

ロング連邦緊急事態管理庁（FEMA）長官補

出席の下、第２回シンポジウムの共同声明に

おいて決定された次の３つのテーマ及び地震

第１回日米地震防災政策会議（ハイレベル・フォーラム）

について

消防研究所

－１７－



防災政策体系についての全般的な情報交換に

関し、両国からの報告と討議が行われました。

-リアルタイム地震情報システムの利用につ
いての情報交換

.地震被害想定モデルの活用に関する知見の
交換

/地震発生後の応急、復旧及び将来の地震被
害の予防についての知見の交換

消防庁からは座間消防研究所地震防災研究

室長が参加し、/に関するセッションにおい
て、 地震被害情報を効率的に収集するため
のフレームワークの提案 と題して、情報収
集に関する消防庁と自治体の取り組みについ

て紹介しました。

３．発表概要

地震被害情報の収集・伝達の成否がその後

の対応に大きく影響を与えることが兵庫県南

部地震で再認識されたことから、消防庁及び

地方自治体における地震被害情報の収集・伝

達に関する構想を示すと共に、その実現に向

けての取り組みについて報告しました。

-地方公共団体における地震被害情報の効率
的収集のためのフレームワーク

時系列及び空間的に見た地震被害情報の

効率的取得についてフレームワークを示す

と共に、具体的な取り組みとして、簡易型

地震被害想定システムによる地震情報を用

いた準リアルタイム被害推定、GPS 搭載

の携帯端末装置を用いた災害現場調査等に

よる地震被害情報の効率的収集、及び最近

の移動体通信技術を利用した輻輳の少ない

通信システムによる情報の伝達に関して紹

介しました。

.消防庁における地震被害情報の収集と広域
応援（Fire―D Net 構想）

現状の災害現場から国までの情報伝達の

流れを紹介するとともに、１９９６～１９９７年度

において消防庁で検討した Fire－D Net 構

想を紹介しました。この構想は、大規模な

災害活動が行われていることを示す情報を

検知し、自動的に隣接消防本部、都道府県、

消防庁に伝達するとともに、現場からの電

子化された被害情報を消防本部、都道府県

に蓄積する。一方、隣接消防本部、都道府

県、消防庁は、必要に応じ蓄積情報を取得

して応援の必要性を判断する。応援が必要

とされた場合には、事前登録された災害地

域の地図や水利、危険物情報等の管内情報

も併せて取得し、適切な応援要請、及び出

動に資するというものです。

/横須賀市の事例紹介
横須賀市は、１９９５年３月三浦半島地域の

鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町、神奈川

県、NTT等とともに三浦半島地域災害情

報通信ネットワーク協議会を結成して、前

述のフレームワークに沿った情報収集伝達、

情報共有を実現しつつあることから、その

取り組みを紹介しました。１９９７年の災害対

策本部の防災訓練においては、携帯型端末

機や情報処理ソフトを使用して、災害情報

をリアルタイムに集約し、これらの情報を

災害対策本部のみならず、他の４地方公共

団体においても通信ネットワークを介して

得ることができる事を確認しています。

４．その他の報告

会議は午前、午後それぞれ２～６人の報告

を受け、約１時間質疑応答、討議を行う形式

で行われました。発表題目及び発表者は以下

の通りです。

,地震防災政策体系
・米国における地震対策 Thomas Tobin（ト

ービン事務所代表：FEMA政策アドバイ

ザー）

・日本における地震対策 八木 康夫（国土

庁防災局）

-リアルタイム地震情報システムの利用につ
いての情報交換

・リアルタイム地震情報提供に向けての取り

組み 春日 信（気象庁地震火山部）

・東京ガスにおけるリアルタイム地震防災－
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SIGNALを中心として－ 高橋 邦碩（東

京ガス防災・供給センター）

・南カリフォルニアにおけるリアルタイム地

震情報システム－現状と将来－ Hiroo

Kanamori（カリフォルニア工科大学）

・早期地震情報の利用について William

Savage（地震学者、パシフィックガス＆エ

レクトリック会社）

・TriNet 'ShakeMaps'：南カリフォルニアにお

ける地震動及び震度分布図の早期作成

David Wald（米国地質調査所）

.地震被害想定モデルの活用に関する知見の
交換

・日本の震災対策における�地震被害想定�
の活用について 高見 真二（国土庁防災

局）

・東京における地震被害想定とその活用につ

いて 原嶋 映夫（東京都総務局災害対策

部）

・地 震 被 害 想 定－国 家 的 展 望 Stuart

Nishenko（地震学者、FEMA）

・地震被害想定の活用 Robert Reitherman

（カリフォルニア大学）

・地域における地震被害想定の活用 Rich-

ard Eisner（行政官、緊急事態サービスカ

リフォルニア事務所）

/地震発生後の応急、復旧及び将来の地震被
害の予防についての知見の交換

・地震被害情報を効率的に収集するためのフ

レームワ－クの提案 座間 信作（消防庁

消防研究所）

・重要社会基盤に対する被害情報の収集シス

テムについて 柳川 城二（建設省河川

局）

・阪神・淡路大震災における住まいの復興

畑 喜春（兵庫県阪神・淡路大震災復興本

部）

・社会基盤の被害軽減と迅速な復旧のための

基本政策 Melissa Howard（政策アドバイ

ザー、FEMA）

・予防、応急対策における危険軽減計画の策

定 Gil Jamieson（行政官、FEMA）

・地震被害リスクの軽減のためのNEHRP の

実施 Michael Mahorny（地球物理学者、

FEMA）

５．共同声明

会議最終日に、２日間の報告及び討議の結

果を踏まえWGが作成した資料を基に、共

同声明文の確認を行い、以下のように採択し

ました。

第１回日米地震防災政策会議における成果及び

政策提案に関する共同発表

平成１０年１０月２０日－２２日

於：米国ワシントン州シアトル市

１．第１回日米地震防災政策会議（ハイレベル

・フォーラム）は、１９９８年１０月２０日から２２日

までの３日間、米国ワシントン州シアトル市

において開催された。本会合は、４０名を越え

る日米両国の地震防災政策担当者及び専門家

が参加し、日本国の谷川国土政務次官及び米

国のアームストロング連邦緊急事態管理庁長

官補の協力とリーダーシップにより円滑に運

営された。

２．日米地震シンポジウムは、日米二国間協力

の枠組みである�コモン・アジェンダ（地球
的展望に立った協力のための共通課題）�の
�自然・人的災害の軽減�分野の重要な柱と
して、日米両国政府により強力に推進されて

いる。これまでのワシントンD.C．における

第１回シンポジウム（１９９６年）及び神戸市に

おける第２回シンポジウム（１９９７年）を通じ、

日米両国からの参加者は、災害予防、災害応

急対応、災害復旧・復興のための施策及び地

震被害軽減に係わる政策課題に関する知見の

共有を目指して熱心な討議を行ってきた。

そして、これまで２回にわたり開催された

シンポジウムの成果を受け、今後、日米両国

が地震防災政策分野においてより繁密な協力
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関係を築いていくことが重要であるとの認識

を踏まえ、合意した目標の達成を強力に推進

することを目的として、第２回シンポジウム

の共同声明により日米地震防災政策会議の開

催が発表されたものである。

３．本会合では、第２回シンポジウムの共同声

明により決定された３つのテーマ、つまり、

・リアルタイム地震情報システムの利用につ

いての情報交換

・地震被害想定モデルの活用に関する知見の

交換

・地震発生後の応急、復旧及び将来の地震被

害の予防についての知見の交換

及び、その序論として位置づけられる１つの

テーマ、つまり、

・両国の地震防災政策体系についての全般的

な情報交換

に関して、両国からの参加者による熱心な討

議が行われた。

また、連邦緊急事態管理庁が推進するプロ

ジェクト・インパクト（災害に強い地域づく

り事業）の中で地震被害軽減のモデル地域に

指定されているシアトル市を中心とした地域

の防災対策についての現地視察が行われた。

４．参加者は、本会合の成果を踏まえ、第２回

ハイレベル・フォーラムに関して以下の事項

を確認した。

-第２回の会合は、１９９９年に日本において開
催される。具体的なプログラムと日程につ

いては、日本側の共同議長を担当する国土

庁が米国側の共同議長を担当する連邦緊急

事態管理庁と調整の上、提案される。

.第２回会合において行われる具体的なテー
マは、次のとおりである。

ａ．地震及び地震被害情報の早期伝達・収

集システムの利用に関する情報交換

ｂ．構造物の地震被害軽減のための取組み

に関する情報交換

・地震危険性の公表

・地震危険性の軽減を図るための取組み

・防災意識の啓発

ｃ．地震発生後の応急対策活動の在り方に

ついての情報交換

ｄ．長期的な復興計画及び取組みに関する

情報交換

/上記テーマに関する最良の発表方法を決定
するため、分科会を設置することとする。

５．参加者は、コモン・アジェンダ推進の一環

としてハイレベル・フォーラムによってもた

らされる成果を、あらゆる手段をもって全世

界に供給し、２０００年には関心を持つ国々に対

して日米共同で情報提供することを再確認し

た。

６．おわりに

上記共同声明にあるように、来年には日本

で第２回ハイレベル・フォーラムが開催され

ることとなっています。そこでの具体的なテ

ーマのうち、“地震及び地震被害情報の早期

伝達・収集システムの利用に関する情報交

換 にある地震被害情報の収集・伝達につい
ては、今回消防庁が発表したものをステップ

として、更に緊密に情報交換を行おうという

ことで、取り上げられた新しい政策課題の一

つです。また、“地震発生後の応急対策活動

の在り方についての情報交換 は、応急時の
米国側の計画や各セクションの横の連絡、調

整のあり方を知りたいということから、日本

側が提案したものです。消防庁としても強い

関心を寄せるテーマとなっています。

会議は成功裏に終了しましたが、地震被害

軽減に向けての努力は終わることなく続けら

れなければなりません。この会議の成果を踏

まえ、また、多くの消防防災関係者のご意見

を伺いながら、より安全で安心できる地域づ

くりのために鋭意努力して参りたいと考えて

います。
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毎年１月２６日は、�文化財防火デー�です。
昭和２４年のこの日は、奈良法隆寺金堂の火災

により、金堂の壁に描かれていた１，３００年の歴

史を持つ日本最古の壁画が焼失した日に当たり

ます。その後も、金閣寺等の重要な文化財が相

次いで焼失したため、昭和３０年に文化庁と消防

庁が共に提唱して、今後二度と世界に誇れる日

本の貴重な文化財を火災等の災害により失うこ

とのないよう、法隆寺金堂がり災した日を�文
化財防火デー�として定め、この日を中心とし
て全国的に文化財防火運動が展開されることと

なりました。この運動を通じて、文化財を火災

や震災その他の災害から守るとともに、関係者

や関係機関をはじめとして、広く国民全体に文

化財愛護について考えていただいています。

今年度も、�第４５回文化財防火デー�として、
おおむね次のような方針の下に、全国的な文化

財防火運動を展開していく予定です。

１ 趣旨

１月２６日は、法隆寺金堂壁画が焼損した日

（昭和２４年）に当たるので、この日を�文化
財防火デー�と定め、この日を中心として文
化財を火災、震災その他の災害から守るため、

全国的に文化財防火運動を展開し、国民一般

の文化財愛護思想の高揚を図るものです。

２ 主唱

文化庁・消防庁

３ 名称

第４５回文化財防火デー

４ 期日

平成１１年１月２６日�
５ 実施方針

- 国及び地方公共団体は、国民一般の文化

財保護に対する関心を高めるために、積極

的に防火訓練その他の防災訓練等の行事を

実施するとともに、広報活動を行い、�文
化財防火デー�の趣旨の徹底を図るものと
する。

. 文化財は貴重な国民的財産であり、文化

財の所有者、管理者その他の関係者は、平

素から文化財の防災体制の整備や防災対策

の強化を図るべきであるが、特に�文化財
防火デー�を迎えてこのことを再認識し、
必要な措置を講ずるよう努力するものとす

る。

/ 文化財を災害から守るためには、関係機

関や文化財関係者のみならず文化財周辺地

域住民との連携・協力が必要である。�文
財防火デー�を機会に、文化財愛護思想の
普及と日頃から連携を密にすること等によ

る広域的な地域ぐるみ、住民ぐるみの防火

・防災意識の高揚に努めるものとする。

６ 実施事項

- 国（文化庁・消防庁）においては、次の

事項を実施するものとする。

ア 国立博物館等における防災訓練等の実

施及び火災・震災対策等の計画の作成

イ 広報活動

�政府刊行物による広報
�放送・新聞等による広報

. 地方公共団体にあっては、文化財関係者、

消防関係者、教育関係者及び地域住民の協

力の下で、次の事項等を実施するものとす

る。

ア 防災訓練等の実施

�防災訓練（特に消防機関への円滑な通
報体制の確立）

文化財防火デーの実施について

予 防 課
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�文化財管理状況の査察及び指導
�消防用設備等における定期点検の励行
の指導

�伝統的建造物群保存地区の住民及び文
化財周辺地域の住民に対する防災指導

及び防災協力体制の整備の指導

イ 広報活動

�文化財の防災に関する各種広報活動の
実施（映画、テレビ、ラジオ、有線放

送等の活用及び手引き書の刊行）

�防災訓練及び消防防災施設の見学会の
実施

ウ その他

�文化財の所有者、管理者その他の関係
者を対象とした文化財の防災に関する

講習会、研究会等の実施（消火の知識、

技術の習得等）

�学校、博物館等における適切な行事の
実施（文化財講座、文化財愛護写真展

等）

/ 文化財の所有者及び管理者は、教育委員

会及び消防関係機関等と緊密な連絡の下で、

次の事項を実施するものとする。

ア 防災訓練の実施

�通報、消火、重要物件の搬出、避難誘
導等の総合訓練の実施

消防機関に対する通報、消火器・消

火栓・ポンプ等を活用した初期消火等

について十分な訓練を行うこと。この

場合、指定文化財（美術工芸品・民俗

文化財等）の搬出は、当該指定物件の

性質を熟知の上、慎重に行い、物件に

よっては実物を避け、代替物件を用い

て行うこと。

なお、観覧者の多い社寺等の場合は、

観覧者の避難誘導のための訓練も併せ

て行うように努めること。

�防災訓練後の点検、整備及び研究
消火訓練後の貯水槽への水の補給、

消火器への消火薬剤の補充等に留意す

るとともに、防災訓練終了後に改善す

べき事項について十分検討の上、適切

な措置をとるように努めること。

イ 防災対策の推進

�消防計画の作成と計画に基づく防災体
制の整備

消防計画は、文化財の規模、立地条

件、人員構成等の実態に即したものと

すること。

また、防災体制の整備については、

特に自衛消防組織の充実強化が図られ

るよう努めること。

自衛消防組織は、原則として文化財

を所有・管理する社寺等の職員により

構成されるものであるが、職員がいな

い場合や夜間に十分な人員がいなくな

る場合等には、それらについての対策

をあらかじめ講じておくこと。

�火災、震災時等の危険が予想される箇
所の早期発見と改善

�巡視等の励行
�通報、情報、警報連絡体制の確立
�消防用設備等及び防災設備の点検・整
備

消火器、自動火災報知設備、非常通

報装置その他の消防用設備等及び防災

設備について、外観上及び機能上の定

期的点検、整備の励行に努めるととも

に設備の操作に習熟しておくこと。ま

た、消防用設備等の点検の結果は点検

票及び維持台帳に記録し、これを消防

機関に報告する等消防用設備等の維持

管理に留意すること。

�消防用設備等の代替措置
震災時に消火栓や非常通報装置が使

用できない場合を想定し、これらの代

替措置を講じておくこと。

�震災等に対処するための木造建造物等
の点検及び応急資材の準備

�電気・ガス設備、火気使用箇所、可燃
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性危険物品保管場所等の点検及び整理

�避難路、避難場所の点検及び整備
	市町村火災予防条例によるたき火、た
ばこ等の使用禁止区域の設定とその励

行


環境の整理・整頓
�消防機関による防火診断

日本各地にある文化財は、多くの人々が

様々な工夫と努力によって幾多の世代間を伝

えられ、私たちに引き継がれたものです。こ

れらの文化財は、寺社などの建造物のほとん

どが木造であり、仏像、絵画などの美術工芸

品や古くから伝わる民芸品なども燃えやすい

木竹や繊維（布、紙等）等で造られたものが

多いため、火がつきやすく、一旦火がつくと

急激に延焼拡大する危険性があります。今年

の５月２０日には、奈良・東大寺戒壇院千手堂

から出火し、収容していた重要文化財の�木
造鑑真和尚坐像�、�木造愛染明王坐像�をは
じめとする多くの仏像が被害を受けました。

このような貴重な文化財は、私たち一人ひ

とりが、文化財を火災から守るちょっとした

心配りを積み重ねていかなければ、後世に伝

えることができません。皆様の御協力をお願

いします。

１ はじめに

総合防災訓練は、災害対策基本法、大規模

地震対策特別措置法に基づくとともに、地震

防災計画の円滑な運用を図るため、毎年９月

１日の�防災の日�を中心とした防災週間（８
月３０日～９月５日）内において、中央防災会

議で決定した�総合防災訓練大綱�に基づき
実施しているところです。

今年度においては、�平成１０年８月末豪雨
による災害�に対して、国として万全の体制
をとるため、中央（国）における総合防災訓

練はとりやめとなりました。

また、都道府県主催（共催）の総合防災訓

練を中止した地方公共団体が８団体ありまし

たが、全体で２，２９２市町村が実施及び実施予

定であり、参加団体約５万２千、参加人員約

５７０万人が見込まれます。【別表１ 平成１０年

度総合防災訓練の実施状況参照】

以下は、平成１０年度総合防災訓練（以下�訓
練�という。）の概要です。

なお、本概要については、平成１０年９月１５

日現在の調査を基準としています。

２ 中央（国）における訓練について

中央（国）における訓練は、９月１日の�防
災の日�に東海地震を想定した訓練について
は静岡県掛川市において、また、南関東地域

直下の地震を想定した訓練については千葉市

幕張新都心地区において、政府本部運営訓練、

現地の訓練等を実施する予定でありましたが、

�平成１０年８月末豪雨による災害�に対して
政府として万全の体制をとるためにとりやめ

となりました。

３ 地方公共団体における訓練実施状況につい

て

地方公共団体における訓練は、中央防災会

議で決定した�平成１０年度総合防災訓練大
綱�の基本方針に沿って、自衛隊、海上保安
庁等国の機関と協力し、また、自主防災組織、

非常通信協議会、民間企業、ボランティア団

体及び地域住民等とも連携した訓練を実施し

平成１０年度地方公共団体における総合防災訓練の

実施結果の概要について

震災対策指導室
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ています。

今年度においては、�平成１０年８月末豪雨
による災害�により、８道県において計画さ
れていた訓練が中止となりましたが、全体で、

２，２９２市町村、５２，３９８民間等団体、５，７３９，６５４

人の参加を見込んでいます。【別表２ 平成

１０年度総合防災訓練実施状況（都道府県別）

参照】

訓練実施日においては、�平成１０年度総合
防災訓練大綱�により、各地域における訓練
については、防災週間中において実施するこ

とが望ましいとされていますが、これまでの

経緯、過去の地震災害等を踏まえて、防災週

間以外にも実施している地方公共団体があり

ます。なかでも、秋田県、宮城県（９月１日

は中止）、山梨県、長野県、岐阜県、宮崎県

においては、防災週間中に実施するとともに、

防災週間以外の日においても地震を想定した

訓練を実施しています。

- 防災週間中の訓練実施状況

【別表３ 平成１０年度防災週間中の総合

防災訓練実施状況（都道府県別）参照】

� 防災週間中の�防災の日�に訓練を実
施した地方公共団体は、２１都府県であり、

６１９市町村、２０，１４５民間等団体、２，６８８，１０９

人の参加がありました。

【別表４ 平成１０年度�防災の日�の
総合防災訓練実施状況（都道府県別）参

照】

� �防災の日�以外の防災週間中に訓練
を実施した地方公共団体は、７府県で、

３９９市町村、１０，４４２民間等団体、１，２１３，３３０

人の参加がありました。

【別表５ 平成１０年度防災週間内�そ
の他の日�の総合防災訓練実施状況（都
道府県別）参照】

. 防災週間中以外の訓練実施状況

【別表６ 平成１０年度防災週間以外の総

合防災訓練実施状況（都道府県別）参照】

� ９月１５日を基準として訓練を実施済み

の地方公共団体は、９県であり、６４９市

町村、１２，２７０民間等団体、７９３，１８６人の

参加がありました。

【別表７ 平成１０年度防災週間以外９

／１５までの総合防災訓練実施状況（都道

府県別）参照】

� ９月１６日以降に訓練を実施する予定の

団体は、２県であり、６２５市町村、９，５４１

民間等団体、１，０４５，０２９人を見込んでい

ます。

【別表８ 平成１０年度防災週間以外９

／１６以降に計画している総合防災訓練の

状況（都道府県別）参照】

/ 防災週間以外の訓練実施地方公共団体

� 過去の地震災害等の経緯から実施日を

設定している団体

宮城県：昭和５３年宮城県沖地震（９月１

日も実施予定であったが中止）

秋田県：昭和５８年日本海中部地震（９月

１日も実施）

岐阜県：明治２４年濃尾地震（ 〃 ）

� 風水害と地震災害を想定した訓練を梅

雨前に実施

島 根 県：５月３０日実施

高 知 県：６月３日実施

福 岡 県：５月２８日実施

佐 賀 県：５月２０日実施

長 崎 県：５月２６日実施

宮 崎 県：５月２１日実施（９月１日も実

施）

鹿児島県：５月２１日実施（１月１２日も実
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施予定）

� 住民参加促進のため土・日曜日に実施

滋賀県：９月６日実施（防災週間以外）

京都府：９月５日実施（防災週間中）

徳島県：８月３０日実施（ 〃 ）

大分県：８月３０日実施（ 〃 ）

� 特殊な理由

石川県：１０月１５日実施予定

訓練会場予定の松任市役所が１０

月に完成するため

福井県：１０月３１日実施予定

近畿２府７県合同防災訓練を主

催するため（滋賀県、京都府、

大阪府、兵庫県、奈良県、和歌

山県、三重県、徳島県が参加予

定）

0 訓練を中止とした公共団体

北海道、岩手県、宮城県、山形県、福島

県、茨城県、栃木県、千葉県の８道県は、

�平成１０年８月末豪雨による災害�に万全
の体制をとるために、�防災の日�に予定
されていた訓練が中止となりました。

1 南関東地域、東海地域の訓練の状況（１３

都県、３政令市）

南関東地域及び東海地域の各都県におい

ては、過去の経緯等により防災週間中以外

に訓練を実施するとともに、中央における

防災訓練を考慮し、防災週間中にも訓練を

実施しています。また、平成１０年中の参加

人員（一部見込みを含む。）は、合計で

４，７６０，２１８人でした。

【別表９ 南関東、東海地域における平成

１０年度総合防災訓練実施状況（平成１０年９

月１５日現在調査）参照】

４ 訓練実施項目の状況について

- 多くの地方公共団体で実施されている訓

練項目

・職員非常参集訓練

・災害対策本部初動体制訓練

・現地災害対策本部開設訓練

・地震・津波情報収集伝達訓練

・消防防災無線等やアマチュア無線を用いた

情報伝達訓練

・避難誘導、避難所開設訓練

・広域応援訓練（緊急消防援助隊、緊急広域

援助隊、相互応援協定に基づく訓練）

・自衛隊災害派遣要請訓練

・倒壊建物からの救出救護訓練

・緊急輸送路確保、交通規制訓練

・障害物除去訓練

・道路啓開訓練

・ヘリコプターを使用した情報収集、救出救

助、患者搬送訓練

・オートバイ（消防、自衛隊、警察、ボラン

ティア等）を活用した被害情報収集訓練

・ボランティアの受入れ調整訓練

・消防水利確保訓練（自然水利からの遠距離

中継送水訓練）

・災害医療対策訓練

・ライフライン施設の復旧訓練

・炊き出し訓練

・避難所における仮設トイレ設置訓練

. 特色のある訓練

・帰宅困難者対策訓練（東京都）

・伝言ダイヤル等による安否情報訓練（新潟

県、香川県等）

・臨時郵便局設置訓練（青森県、岡山県、熊

本県等）

・インターネット等による情報伝達訓練（群

馬県、神奈川県、佐賀県等）

・徒歩による参集訓練（神奈川県）
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・デジタルカメラ等を活用した情報収集訓練

（長野県）

・聴覚障害者への FAXによる情報伝達訓練

（岐阜県）

・手話通訳ボランティアによる避難所運営訓

練（山梨県）

・急傾斜地危険度判定訓練（奈良県）

・参加機関に発災時刻を予告しない実践的な

訓練（埼玉県）

５ 訓練の概要と成果及び今後の課題について

各都道府県とも、予定していた訓練項目を

実施することができ、所期の成果を上げてい

ます。

阪神・淡路大震災より３年が経過して、防

災意識が低下してきているといわれるなかで、

各団体とも住民参加をより一層促進する等の

課題があります。

また、ヘリコプターや大型車両等の活用す

る訓練により、訓練が大規模になってきてお

り、会場の確保が困難な状況にあります。

各都道府県の訓練の概要と成果及び課題に

ついては、次のとおりです。

（本表は、平成１０年９月１５日現在の調査をもとに作成しました。）

都道府県名 訓練の概要と成果 今後の課題

北 海 道 �平成１０年８月末豪雨による災害�のため中止

青 森 県 ９月４日�むつ市において実施
昭和４３年十勝沖地震の経験を踏まえ、地震発生直後
の孤立化対策のため、海上による人員、物資の輸送訓
練を実施した。
前日、岩手県で震度６弱の地震が発生したこともあ
り市民を始め防災関係者が震災をあらためて意識した
中で真剣に訓練が実施された。
今回初めて緊急消防援助隊が総合防災訓練に参加す
るなど県内の実働部隊の参加が実現した。
また、陸上と海上、海上と航空など総合防災訓練で
なければ実施が困難な連携が実現できた。

・阪神・淡路大震災から３年余り経過して、国民の防
災意識が薄れているという指摘がある中で、一般住民
の訓練の参加促進を図る必要がある。
・完全なシナリオのもとに実施するのではなく、参加
機関の判断が求められる訓練を実施する必要がある。
・防災意識の高揚を重視した場合、見学者にわかりや
すい訓練内容が求められ、逆に実態に即した実践的な
訓練を実施した場合、車両の待機など事前準備を極力
少なくすることにより、訓練の進行に支障が生じるな
ど両者のバランスを保つことが必要である。
・防災ボランティアを育成し、総合防災訓練に積極的
に参加してもらう必要がある。

岩 手 県 �平成１０年８月末豪雨による災害�のため中止

宮 城 県 ９月１日�に予定されていた訓練は、�平成１０年８
月末豪雨による災害�のため中止
６月１２日�の訓練においては、自主防災訓練を実施
したことにより、住民の防災意識の高揚をはかること
ができた。さらに、広域応援要請に基づく緊急消防援
助隊による人命救助訓練、医療救護班の空輸、救助犬

・ヘリコプター、大型車両等を活用した訓練を行うた
めの広い訓練会場の確保が困難となってきている。
・多くの住民が積極的に訓練に参加するような方策を
検討する必要がある。
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都道府県名 訓練の概要と成果 今後の課題

による人命検索訓練等実践的な訓練を実施することが
できた。
また、地域防災計画（震災対策編）の検証が図られ
るなどの成果を得た。

秋 田 県 ９月１日�秋田市において実施
訓練の特色として、列車事故対応訓練、石油コンビ
ナート流出油除去等を含めた総合防災訓練を実施
秋田市の地域的特性や、防災関係機関相互の一体的
連携訓練を踏まえ、防災関係機関相互の一体的連携訓
練及び県外からの応援を含む広域的訓練を加え、所期
の成果を得た。
災害対策本部設置運用訓練、陸海空一体による救助
・救難訓練及びライフライン復旧訓練を実施し、所期
の成果を得た。

・訓練項目を絞り込み充実化する必要がある。
・会場が分散しているため、統監部の移動等に時間を
費やしていることから、中央会場型訓練用地の確保が
必要である。
・テレビカメラ等映像器材を活用する必要がある。

山 形 県 �平成１０年８月末豪雨による災害�のため中止

福 島 県 �平成１０年８月末豪雨による災害�のため中止

茨 城 県 �平成１０年８月末豪雨による災害�のため中止

栃 木 県 �平成１０年８月末豪雨による災害�のため中止

群 馬 県 ９月４日�前橋市において実施
阪神・淡路大震災を教訓とした実践的な訓練を実施
し各防災関係機関の連携、協力のもと、迅速かつ的確
な訓練が行われ、各機関の防災活動に関する責任の自
覚と技術の向上及び地域住民の防災意識の高揚が図ら
れた。
・自衛隊、警察、消防、県防災航空隊等の連携により
迅速かつ的確な訓練が行われ、災害時における関係機
関相互の協力体制が強化された。
・災害時応援協定による救援物資輸送訓練・緊急通行
車両誘導訓練においては、各相互応援協定に基づく関
係機関の協力のもと、円滑に訓練が実施された。

年々会場の確保等が難しくなっており、共催市の負
担も大きくなっていることから、開催方法等（例えば
会場分散型訓練にするなど）について、更なる検討が
必要である。

埼 玉 県 ９月１日�吉川市及び松伏町において実施
昨年に引き続き、発災時刻を予告せず、シナリオも
作成せず訓練を実施したことにより、防災関係機関に
おいては災害現場での判断力と応用力を養うことがで
きた。
また、地域の実情に応じた、孤立地域対応訓練など
を実施したことにより、住民の防災意識の高揚、連帯
意識の醸成及び防災行動力の向上を図ることができた。

シナリオなしの訓練を実施した結果、防災関係機関
は、状況に応じた指揮者の応用力や柔軟性を養う必要
がある。
災害現場では、予測できない様々な危険要因が潜ん
でいることから、今後においても実践的な訓練を積み
重ねる必要がある。

千 葉 県 �平成１０年８月末豪雨による災害�のため中止

東 京 都 ８月３１日�及び９月１日�渋谷区で実施
渋谷区という都市型災害の発生する恐れの高い地区
での都市型災害対応訓練を関係防災機関とともに実施
したことにより、都市型災害が発生した場合の対応策
と問題点を明らかにすることができた。
また、自らの身の安全は自らで守るとの基本原則に
基づき、避難住民自らが避難所を運営する訓練、昼間
都民が近隣公共機関の協力を得て徒歩で帰宅する訓練
などを実施し、今後対策が必要な問題の解決を図る上
で参考とすることができた。

一体的な訓練を実施するための会場の確保。
区市町村は、住民中心の地域的な訓練を実施し、都
は防災機関と連携した総合的な訓練を実施するなど役
割分担を明確にする。
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都道府県名 訓練の概要と成果 今後の課題

神奈川県 ９月１日�真鶴町において実施
・実際の災害を想定したより実践的な訓練が実施され
るようになった。
・知事に対して真鶴町長がテレビ電話により被害情報
の報告等を実施し、その有効性が確認された。
・現地災害対策本部からインターネットにより被害状
況報告、救出救助状況、避難所開設状況を写真・文字
情報により送信し、その有効性が確認された。
・シナリオを離れた課題提起型訓練を実施し発災時に
近い審議を行うことができた。
・職員緊急参集訓練を実施し、初動体制を検証できた。
・住民参加型の訓練の充実化を図り、初動時における
住民の防災意識の高揚が図られた。
・協定業者によるライフラインの応急復旧対策や食料
調達訓練を実施し、連携体制が確認された。

より具体的な被害想定をもとに、住民や各防災関係
機関が、時間経過ごとに何ができるのか、何ができな
いのかを明確にしたうえで、各機関が他機関ができな
いことを埋めるべくどのような対策を実施するか、き
め細かな訓練を実施する必要がある。

新 潟 県 ９月１日�燕市において実施
災害対処手段の確認、参加機関相互の連携強化、住
民への啓発が図れた。
・防災関係機関の円滑な連携が図れた。
・住民避難、初期消火訓練等をとおして、防災に対す
る意識の高揚が図れた。

・訓練会場の適地の確保が困難である。
・より実践的な訓練の実施
・重点項目を絞り込んだ訓練の実施

富 山 県 ９月３日�新湊市において実施
大地震が発生し、周辺市町村でも被害が発生したと
いう想定で、広域対応訓練を主眼に実施したが、多数
の住民参加もあり、関係機関の連携や防災意識の高揚
の成果があった。

・現地訓練を実施する広い場所が確保しにくい。
・災害対策本部と現地訓練をリンクするよう実施して
いるが、訓練過程において無理が生じたため検討を要
する。
・現地災害対策本部や県支部のあり方についても検討
する必要がある。
・訓練のマンネリ化を防ぐ工夫が必要である。

石 川 県 １０月１５日�松任市において実施予定
県内外の防災関係機関と地域住民参加による総合的
な防災訓練を実施予定。

福 井 県 １０月３１日�三国町ほかにおいて実施予定
近畿２府７県の震災時等の相互応援協定に基づく応
援訓練、緊急消防援助隊、広域緊急援助隊による広域
訓練を実施予定

山 梨 県 ６月１日�櫛形町及び９月１日�県庁等において実
施
直下型の大地震を想定した初動期における災害応急
対策に重点をおいた訓練
幅広い防災関係機関の協力を得た実践的な訓練を実
施できるとともに、近県の各機関の協力を得る中で広
域応援の実施訓練ができた。

県内の異なる地域で例年直下型地震を想定した訓練
を行っているが、今年で４年目であり、未だ中央会場
を設けていない地域があるので、未実施の地域がなく
なるよう様々な地域で実施し該当地域における問題点
を明らかにしていく必要がある。

長 野 県 ６月４日�塩尻市及び９月１日�に県庁等において
実施
県地域防災計画及び塩尻市地域防災計画に基づき、
防災関係機関と地域住民が相互に連携して、各種の防
災訓練を総合的に実施し、有事に際して即応できる体
制を確立するために実施した。
最近の災害の教訓から、消防防災ヘリコプターを使
用した訓練、被災者安否確認訓練等の訓練項目を新し
く実施し、有事に即応できる体制をを確立するととも

防災関係機関相互の連帯強化及び住民参加をさらに
促進する必要がある。

－２８－



都道府県名 訓練の概要と成果 今後の課題

に、広く防災意識の普及高揚を図ることができた。
また、広域応援訓練等により防災関係機関相互の連
携強化が図られるとともに、避難訓練等により地域住
民により防災意識の普及高揚が図られた。

岐 阜 県 ９月１日�中津川市において実施
非常参集、警戒本部、災害対策各本部設置訓練を始
め通信訓練実働訓練等すべてに通じて、それぞれの機
関が日頃からの訓練成果を発揮されたため、大変有意
義な訓練ができた。
視覚障害者協力員へのファクシミリによる情報伝達
訓練や身体障害者の方を車椅子により避難訓練等の災
害弱者対策、自主防災会、児童生徒が参加した初期消
火訓練及び倒壊家屋からの救助訓練、三角巾を使用し
た応急救護訓練等を実施し、成果があった。
また、１０月２５日�高山市において実施予定

障害者、外国人等災害弱者の参加を今後どのように
具体化するかが課題である。

静 岡 県 ９月１日�掛川市において実施
・自主防災組織、住民らが積極的に参加する地元密着
型の実践的訓練
・協定等に基づく総合支援及び支援受入訓練を実施。
防災関係機関、自主防災組織の実働訓練を通じて連
携を図ることができた。また、医療関係機関、ボラン
ティア組織の連携、交通総合対策における警察、消防、
自衛隊の連携など新しい形態の訓練が実施された。

・訓練規模に見合う会場の確保が難しくなってきてい
る。
・短期間に盛りだくさんの訓練となっており、運営も
むずかしい。
・会場を分散するなど、訓練内容を吟味精選し、実践
的な訓練ができるようにしていく必要がある。

愛 知 県 ９月１日�岡崎市において実施
各防災関係機関や地域住民等の参加協力により、災
害発生時の迅速かつ的確な協力体制の確立と防災意識
の高揚が図られた。
災害救助犬による被害者の救出救助訓練を初めて実
施したことにより、今後の災害応急対策の充実化が図
られた。

事務量及び経費の見直し。

三 重 県 ９月１日�伊勢市において実施
・防災関係機関、自主防災組織、地域住民、防災ボラ
ンティア等が連携し、訓練の内容が一つの流れの中で
展開されたため、各訓練の意義を認識する事ができた。
・集団救急訓練を通じて、防災関係機関の連携や協調
が促進された。
・防災ボランティアが、自主防災組織や地域住民と共
に訓練の内容を作り上げたことにより、それぞれの立
場をお互いに認識することができた。
訓練の重点項目に関しては、満たされた訓練が実施
できた。

・想定や設定は、毎年変更しているものの、全体的に
マンネリ化の傾向があり、今後状況付与等による訓練
本部の現地指揮等を想定に入れた実践訓練の導入等が
課題である。
・訓練内容を一般県民等に対してわかりやすいものに
するため、進行調整等の工夫が必要である。

滋 賀 県 ９月６日�高島郡において実施
・予定していた訓練項目を計画通り実施することがで
きた。
・合同本部連絡会議において作戦会議的なものを実施
できた。
・同時多発型災害を想定し実践的な内容とするために
シナリオ訓練を実施した。

防災機関の実践的な訓練の実施と訓練を通じて住民
啓発効果を高める方策の検討が必要である。
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京 都 府 ９月５日�福知山市において実施
・各種の訓練参加により地域住民の自主防災意識の高
揚が図れた。
・体験型の展示コーナーを設置したことにより、�自
分の生命・財産は自分で守る。�という住民への多大
な防災啓発が図られた。
・各種団体と締結している協定の検証が図られた。
・事前調整等を通じて関係機関相互間における信頼関
係が醸成できた。

・初動期における�正確な情報�、�組織的、効率的な
職員運用�が検証できるように、本部訓練と実働訓練
をリンクさせる必要がある。
・夜間発災などの多様な時間帯の発災を想定した訓練
・会場展示型訓練の見直し
・実践的な訓練のため、訓練企画担当と実務担当の分
離や訓練想定等の公表範囲の限定等

大 阪 府 ９月１日�大阪市において、陸海空の訓練を同一会
場で実施
今回５年ぶりに津波災害対応訓練を実施
防災関係機関並びに住民が一体となった訓練ができ
るとともに、陸海空一体の訓練により、参加機関の連
携がとれた。

参加機関の増加に伴い、広い訓練会場の確保が困難
となってきている。

兵 庫 県 ９月１日�豊岡市ほかにおいて実施
地域総ぐるみ訓練、総合訓練、緊急空路輸送訓練及
び地方本部訓練の４種類の訓練を実施し、自主防災力
の向上、県民の防災意識の高揚、防災要因の技能向上、
地域の防災関係機関の連携を図った。

見学者に分かりやすく、各機関の能力をアピールで
きるように工夫する必要がある。

奈 良 県 ９月２日�吉野町ほかにおいて実施
・訓練参加機関同士の連携が迅速かつ的確におこなわ
れた。
・地元住民が見学するだけでなく、訓練に多数参加し
たので、より一層の防火意識の高揚が図られた。

兵庫県南部地震以後、訓練参加機関が急増し、従来
の訓練時間（９：００～１２：００の３時間）で納めるのに
は困難な状況となってきている。今後、訓練時間の延
長等について考慮していきたい。また、訓練会場につ
いてであるが、本県では、県内を６ブロックに分け、
ブロック内の市町村へ訓練共催を依頼し実施してきた
が、参加機関急増により、広大な敷地が必要となって
きているので、訓練会場の固定化等も今後検討する時
期にきている。

和歌山県 ９月３日�田辺市において実施
・倒壊家屋からの負傷者救出、地元機関の訓練の重視、
航空機を使用した連携を図った。
・駅構内及び軌道敷地内においての避難訓練
・情報収集・救出救助・二次災害防止・復旧活動の一
連の流れによる訓練等を実施した。
訓練練全般にわたり、充実した訓練を実施すること
ができた。

年々、訓練が大規模となってきており、規模にあった
訓練会場を確保することが困難となってきている。特
にヘリポート、駐車場の確保が困難である。

鳥 取 県 ９月１日�倉吉市において実施
広域応援訓練、避難所設置訓練を重点として実施
・自衛隊、警察、消防の一体的な訓練により、相互の
連携が図られた。
・市町村間の相互応援、情報伝達の訓練により、相互
の連携の意識が強まった。
・沿岸町村における、海上保安庁、町村、住民の一体
となった訓練を実施できた。

・より実戦的な訓練となるような工夫が必要である。
・地域防災において大きな役割を担っている自主防災
組織等の地域住民あるいはボランティア等の防災関係
機関以外の学校や一般県民の参加を促進するため、日
程、訓練内容の検討が必要である。
・他県との広域的な応援訓練の実施の検討も必要であ
る。

島 根 県 ５月３０日�木次町ほかにおいて実施
・複数機関の連携による救助救出訓練、
・現地災害対策本部訓練
・地元自主防災組織による救助救出訓練
・鳥取県との広域応援訓練を重点として実施
防災関係機関の連携により的確に訓練が実施された。

阪神・淡路大震災以降訓練の規模が拡大しており、
会場適地の困難、事務量の増大、予算確保の困難等の
問題がある また、訓練規模拡大に伴い、�ショー的
色彩が強くなっている。��訓練のための訓練�といっ
た指摘もなされており、訓練の実効性の確保のための
開催形態を検討することが重要となっている。
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なかでも、重点項目の複数機関の連携による救助救
出訓練、現地災害対策本部訓練、自主防災組織による
救助救出訓練、鳥取県との広域応援訓練は所期の成果
を果たした。

岡 山 県 ９月１日�倉敷市において地震災害に対する防災関
係機関を中心とした応急対応訓練を実施
防災関係機関の連携強化と住民の防災意識の高揚に
一定の成果があった。
また、今回初めて参加した機関もあり、今後災害時
を想定した実践的な訓練を行うことができた。

今後も住民参加の一層の推進を図りつつ、１市町村
だけではなく、広域市町村で被害が生じた想定での訓
練も実施していきたい。
また、被害想定についても地域の実情に沿ったもの
を考えていきたい。

広 島 県 ９月１日�三原市において
・地域住民等が参加する地元に密着した訓練
・阪神・淡路大震災を教訓にした実践的な訓練
・風水害を想定した水防訓練を特色及び重点項目とし
て実施
多数の航空機、船舶の参加により、機動性に富んだ
訓練が実施でき、日頃の訓練の積み重ねによりスムー
ズな訓練進行ができた。
また、多数の地域住民の参加により、防災意識の高
揚に役立った。

シナリオ通りではなく、突発的事態に対応した訓練
の実施及び職員参集訓練、災害対策本部設置訓練とリ
ンクした訓練の実施

山 口 県 ９月１日�柳井市において３訓練会場の災害特性を
踏まえた訓練を実施
防災関係機関相互の連携、住民に対する防災意識の
普及啓発という所期の目的は達成された。

より実戦的な訓練の実施

徳 島 県 ８月３０日�三好郡（８町村）において震災訓練、林
野火災消火訓練、風水害対応訓練を合わせて実施
参加時間の役割、業務の再点検とともに、県民の防
災意識の高揚が図れた。特に地震による倒壊家屋から
の負傷者救出、応急処置、搬送訓練において自衛隊、
警察、消防団、医師会等が連携し、各機関の意識も高
く、円滑な対応がとれた。

�啓発�と�実践�を課題に取り組んでおり、一応
の成果は得られたが、今後いかに多くの住民に防災意
識を深く身につけてもらえるような訓練にしていくか
が課題である。

香 川 県 ９月１日�丸亀市において実施
訓練参加機関の連携強化が図られた。中讃地区の県
民の防災意識の高揚が図れた。

さらに実戦的な訓練にしていくこと。

愛 媛 県 ９月１日�伊予市をはじめとして、県庁・現地本部
・会場訓練本部の３会場同時進行において実施
防災関係機関、民間協力団体及び地域住民が一体と
なって総合的かつ有機的な訓練を実施することにより、
防災体制の一層の充実強化、応急対策の機能機能向上
及び県民に対する防災意識の普及と高揚を図ることが
できた

地域の企業及び住民が主体となった訓練の実施

高 知 県 ６月３日�伊野町において実施
新たに医療救護活動救援訓練を実施するとともに、
予定していた訓練項目を実施することにより、所期の
目的を達成することができた。

訓練内容の一層の充実を図る必要がある。

福 岡 県 ５月２８日�北九州市にて都市型災害、海上災害等に
対応した訓練を実施
災害対策本部設置から応急対策、応急復旧に至るま
での一連の実戦的訓練が、関係機関の連携ものと迅速
かつ的確に実施された。

多様な災害想定に基づく、より実践的な訓練項目の導
入
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佐 賀 県 ５月２０日�鳥栖市において風水害、地震災害を想定
して実施
従来の地震・風水害対策訓練に引き続き取り組むと
ともに、訓練実施地区で発生した高速道路におけるタ
ンクローリー事故を想定した消火・救助訓練も実施し
た。
また、今回新たにインターネットによる災害情報提
供に取り組むなど新たな訓練に取り組むとともに従来
の訓練においても内容見直し拡充を図った。

災害弱者対策、ボランティア・自主防災組織・地域
一般住民の参加拡大

長 崎 県 ５月２６日�島原市ほかにおいて実施
陸上訓練及び海上訓練において、実際の災害時に各
防災機関が実施すべき基本的項目に加え高度の練度を
必要とする合同訓練を実施するとともに、一般参加者
の参加による防災意識高揚を目的とし、震災対策関連
の訓練内容を加味した。

大規模災害時を想定し、他県との応援体制を念頭に
入れた広域的な訓練を実施するなど、今後内容の充実
を図っていく必要がある。

熊 本 県 ９月１日��嘉島町ほかにおいて実施
予定していた訓練を実施することができ、十分な成
果が得られた。

参加者は、普段から防災活動に関わる者がほとんど
なので、一般の人が参加しやすいような、いわゆる住
民参加型の訓練を模索したい。

大 分 県 ８月３０日�宇佐市において実施
・訓練の準備を通じてお互いの役割分担を知ることが
できた。
・一般住民の参加により、防災意識の啓発を行えた。

訓練時間に比して訓練参加機関や訓練実施項目が多
いため、当日の訓練スケジュールが過密になり見学者
にとっても理解しにくいものとなっている。

宮 崎 県 ５月２１日�えびの市にて各防災関係機関の協力体制
の確立及び防災計画の検証を重点項目として実施
予定していた訓練は、全体的にスムーズに流れた。
また、災害対策本部訓練や総合対策本部訓練を実施す
ることにより、改定後の防災計画の検証を行うこと
ができた。
９月１日�県庁を中心として、職員伝達・動員訓練
及び津波情報伝達訓練を実施

住民自らが体験する住民参加型の訓練を取り入れる必
要がある。

鹿児島県 ５月２１日�西之表市において実施
平成５年夏の鹿児島豪雨災害、出水市針原地区の土
石流災害、阪神・淡路大震災や薩摩地方を震源とする
地震災害等を教訓に今回の訓練を実施した。
訓練においては、防災関係機関相互の連携を図ると
ともに、地域住民、自主防災組織、幼稚園児等災害弱
者等の参加も得て、実戦的な訓練ができた。

より多くの住民参加が得られるように、訓練内容等
について検討を要する。

沖 縄 県 ９月１日�中城村ほかにおいて実施
・県庁内に初めて災害対策本部を設置し、本部職員参
集、本部会議運営訓練を実施した。
・訓練会場を分散させ、本来県が行うべく情報収集訓
練の割合を大きくし、各訓練会場との通信訓練を行った。
・平成９年度に整備した県警ヘリからの画像受信設備
により災害（想定）現場画像を県庁災害対策本部で受
信することができた。
・生活の場からの避難訓練を実施した。
・初動訓練を取り入れた地域住民の参加機会を作った。

・訓練実施規模の拡大
・訓練実施調整事務の簡素化

－３２－



別表１ 平成１０年度中総合防災訓練の実施状況（平成１０年９月１５日現在調査）

＊数値については、延べ数である。

防災週間中
小 計

防災週間以外
小 計 合 計

防災の日 その他の日 実施済 計画中

訓練実施市町村数 ６１９ ３９９ １，０１８ ６４９ ６２５ １，２７４ ２，２９２

参加団体数 ２０，１４５ １０，４４２ ３０，５８７ １２，２７０ ９，５４１ ２１，８１１ ５２，３９８

うち住民組織数 ７，６３６ ５，５２５ １３，１６１ ５，９４６ ５，９２５ １１，８７１ ２５，０３２

参加人員 ２，６８８，１０９ １，２１３，３３０ ３，９０１，４３９ ７９３，１８６ １，０４５，０２９ １，８３８，２１５ ５，７３９，６５４

自衛隊 隊数 ２０７ １１８ ３２５ ２０３ １０７ ３１０ ６３５

人員 ４，５６９ ２，１８０ ６，７４９ ５，５２４ １，９６０ ７，４８４ １４，２３３

海上保安庁（人） ６５７ ２５５ ９１２ ５７２ ４６３ １，０３５ １，９４７

広 域 支 援
県外消防 本部 ２５ １ ２６ ２２ ９２ １１４ １４０

人員 １７２ ３ １７５ １１６ ４８９ ６０５ ７８０

県外警察 本部 １２ ５ １７ １１ ７ １８ ３５

人員 ２４７ ６５ ３１２ １４７ １８０ ３２７ ６３９

参加航空機数 ３６０ １３３ ４９３ ２９７ ２０１ ４９８ ９９１

参加船舶数 ２１６ ７７ ２９３ ２４１ ７８ ３１９ ６１２

－３３－



別表２ 平成１０年度総合防災訓練実施状況（都道府県別）

＊数値については、延べ数である。

都道府県 実施市町村数
参加団体数

参加人員
自衛隊

海上保安庁
県外消防 県外警察

参加航空機数 参加船舶数
住民組織 隊 人員 本部 人員 本部 人員

１ 北 海 道 ６５ １，０７２ ４３４ ５７，５４３ ３８ ７４７ １９８ ２２ ５７

２ 青 森 県 ２１ ４４８ １１１ ７５，３７１ ２１ ５８１ ８６ ２８ ３４

３ 岩 手 県 ２０ ２４６ ６４ ２４，２７６ ５

４ 宮 城 県 ５９ １，５０９ ３９４ １４６，５１８ １４ ２９１ １５ ３ ２０ ７ １２３

５ 秋 田 県 ５１ １，０３８ ３１５ １３８，８４１ １２ １８０ ５９ １ ５ ８ １０

６ 山 形 県 ４０ ７５６ ３８０ ４１，６７５ ４ ４２ ２ １３ ２４ ２３

７ 福 島 県 １５ ２３１ ６２ ９，５５０ ２ ３８ ６

８ 茨 城 県 ２５ ４７２ ２９１ １５，１７０ ３ ３５ ８ ３

９ 栃 木 県 １０ １０６ １５ ６，７３０ ４ ５２ ８

１０ 群 馬 県 ９ １８３ ２９ ４，６００ ８ １００ １２

１１ 埼 玉 県 ５５ １，８６０ ９１９ ８７，６９２ ３８ ５７１ １４ ２０ １１５ １８

１２ 千 葉 県 ７１ １，３４３ ７１４ ７１，６７５ ６１ ７１７ ４７ １２ １１６ ３ １３５ ４０ ３

１３ 東 京 都 ２３５ ２，４７７ １，７０４ ２４２，３１１ ２５ ７６８ １１９ ７２ １６

１４ 神奈川県 ３０ １，２３８ ６４３ １１３，８３０ １３ １９２ １３ ８ ２

１５ 新 潟 県 ３７ ８９８ ４３８ ４９，６２７ １１ １８１ ７ １ ４ ３２ ２

１６ 富 山 県 １５ ２６２ ７３ ２７，８７９ １０ １７９ ６０ １ １０ １７ ７

１７ 石 川 県 ２０ ３４５ １３４ １８，８５３ １０ １８９ ２０ １７ ２

１８ 福 井 県 ３５ ５８２ １６０ ２３，２１７ １８ ６６７ １００ ７８ ４６８ ７ １８０ ３０ １８

１９ 山 梨 県 ６７ ２，５４２ ２，３１３ １８４，０９７ ２ ２９ ３

２０ 長 野 県 ２５２ ３，３０２ １，５４５ ５５４，３７８ ６ ２１１ ８

２１ 岐 阜 県 ５６ １，４１３ ８９６ ８３，１４５ １３ １５０ １ ５ ２５

２２ 静 岡 県 １７２ １３，６５１ ７，８３４ １，８５６，８５９ ４６ ６３２ １０ ２ ５０ ５１ ４

２３ 愛 知 県 １８３ ７，８３６ ２，３９６ １，３６２，９１４ ２６ ５３８ １１０ ３２ ７

２４ 三 重 県 １３５ １，１０１ ５４９ ９６，４２２ ９ １８９ １２５ ２ ８ ２５ ２９

２５ 滋 賀 県 ３８ ７４４ ４４２ ４０，１４０ １４ ２６６ １ １０ １３ １

２６ 京 都 府 ２０ ２８５ ６６ ２４，２９２ ２ ２９５ １ １５ １０

２７ 大 阪 府 ２６ ６２２ ２２０ ２１，７１５ ４０ ４５８ ７７ ８ ３２ １ ８ ４６ ２５

２８ 兵 庫 県 ８７ ９６４ ５２８ ５９，６８７ １９ ７８０ ２１２ ５ ２２ ２ ２３ ４２ ２１

２９ 奈 良 県 １４ ２０９ １０３ ５，６９５ ６ ８８ ２ ３ １ １４ ８

３０ 和歌山県 ３１ ４７５ １５２ ２４，８５７ ２１ ２１９ ４９ ３０ ２７

３１ 鳥 取 県 ２０ ３７７ １０１ ４７，８４５ １ ５０ ３４ １ ６ ７ ５５

３２ 島 根 県 １７ １６３ ４７ ５，５２３ ３ ７９ ２ １２ ７

３３ 岡 山 県 １２ ２０８ ４６ ９，５５４ ９ １３４ １４ １１ １

３４ 広 島 県 １８ ３３８ ３６ １２，１４５ ７ ２３３ ２８ １ １０ ６１ ５

３５ 山 口 県 ９ ８８ ２１ ７，１７９ ３ ５０ ２ ５

３６ 徳 島 県 ２１ １９４ ５０ ４０，５０７ ８ １２０ １ １１ ９

３７ 香 川 県 ２５ ４２ ５ ７４６ ３ ８４ ９ １ １１ ３ １

３８ 愛 媛 県 ２０ ２６８ １１３ ８，８７４ ３ ６４ ４１ １ １１ １０ ２２

３９ 高 知 県 ８３ ３８６ ３２ ６０，７８０ ６ ４２３ ２３ １ １１ １３ ７

４０ 福 岡 県 ３１ ２７７ ２５ １４，４７１ ２１ ６３７ ７５ ９ ３９ ３ ６０ ２２ １４

４１ 佐 賀 県 ９ ６３ ８ ２，２９２ ７ ２５４ １ １３ １ １３ ７ ６

４２ 長 崎 県 ２７ ４８１ ３０３ １０，１３０ ２５ ６８３ ５７ １ ７ １ ７ ２３ １５

４３ 熊 本 県 ６ １５０ ５２ ５，６８９ ６ ３０７ １ １０ １６

４４ 大 分 県 ２０ ２８３ １７４ １０，３９２ ９ ２７１ １ １５ １０

４５ 宮 崎 県 ４８ ４４１ １７ １６，８９６ ７ ２１８ ６３ １ ２２ ８ ２３

４６ 鹿児島県 ２９ ３５９ ６９ １４，６７０ １６ １，０６１ ２７１ ２０ ２１

４７ 沖 縄 県 ３ ７０ ９ ２，４０２ ５ １８０ ２５ １０ ５

計 ２，２９２ ５２，３９８ ２５，０３２ ５，７３９，６５４ ６３５ １４，２３３ １，９４７ １４０ ７８０ ３５ ６３９ ９９１ ６１２

－３４－



別表３ 平成１０年度防災週間中の総合防災訓練実施状況（都道府県別）

＊数値については、延べ数である。

都道府県 実施市町村数
参加団体数

参加人員
自衛隊

海上保安庁
県外消防 県外警察

参加航空機数 参加船舶数
住民組織 隊 人員 本部 人員 本部 人員

１ 北 海 道 ２９ ６８８ ３０６ ２３，２６９ ２４ ３９５ １５５ １１ ５５

２ 青 森 県 ３ ７５ ４ １２，９４６ １４ ４５５ ４５ １９ ６

３ 岩 手 県 ４ ４０ ４ １，９５２ １

４ 宮 城 県

５ 秋 田 県 ４ ２０８ ５２ ４７，５６７ ６ １１６ ４５ １ ５ ５ ９

６ 山 形 県 ６ １８９ １３３ ７，７０１ ２ ２３

７ 福 島 県 １ １７ １ １，５４０ １ ２５

８ 茨 城 県 ５ ２７ １４ ２，７５３

９ 栃 木 県 １ ９ １ ９００ １ １ １

１０ 群 馬 県 １ ６６ ５ １，２６６ ４ ５８ ５

１１ 埼 玉 県 １７ ６４７ １５０ ３５，２９２ ２４ ３８５ ２ ８ ８７ １８

１２ 千 葉 県 ４２ ６１２ １６２ ４９，３４７ ５４ ６２０ ４７ １２ １１６ ３ １３５ ３６ ３

１３ 東 京 都 １３０ １，１９９ ８３６ １７５，９６０ １３ ５３４ １８ ３４

１４ 神奈川県 １８ ９４３ ５２８ ７１，２９３ １２ １７７ １３ ７ ２

１５ 新 潟 県 ２ １６２ ３４ ９，０２９ ５ ７４ ７ ７ １

１６ 富 山 県 ７ １３５ ２９ １７，６６２ ８ １３９ ６０ １ １０ １３ ７

１７ 石 川 県 ５ ９６ ５６ ２，６０５ ３

１８ 福 井 県 １ １５ ８ １，０００ １

１９ 山 梨 県 ５４ ２，２７４ ２，０７２ １６５，３６４ ２ ２９ ３

２０ 長 野 県 １４８ ２，７３２ １，２８０ ４７９，５５３ ５ １２６ ４

２１ 岐 阜 県 ３０ ８９７ ６３２ ４８，９１５ ４ ６２ １４

２２ 静 岡 県 ９１ ９，６０２ ４，２３３ １，１７４，３７４ ４５ ５１２ １０ ２ ５０ ４７ １

２３ 愛 知 県 １３３ ６，５１５ １，５２８ １，２７９，２２６ １８ ４０５ ７０ ２３ ７

２４ 三 重 県 ４２ ８０７ ４２３ ７５，９６９ ８ １５９ １１５ ２ ８ １５ ２８

２５ 滋 賀 県 ８ １５８ ９４ ７，７２６ １ １６ １ １

２６ 京 都 府 １３ ２２７ ４５ １５，９７２ ２ ２９５ １ １５ １０

２７ 大 阪 府 ８ ２１９ ６４ ７，０５４ １１ １４１ ７７ ８ ３２ １ ８ １６ ２５

２８ 兵 庫 県 ３９ ３９４ ２３４ ２９，２９６ ８ ４１７ ５３ １７ ７

２９ 奈 良 県 ６ ８９ １７ ２，１３５ ５ ８８ １ ３ １ １４ ６

３０ 和歌山県 ８ １２３ ３３ ３，３９６ １１ １４６ ４９ １５ ３

３１ 鳥 取 県 １０ １３２ ６ １９，６０９ １ ５０ １６ １ ６ ４ ４８

３２ 島 根 県 ２ １５ １ １，０００ １ ６ ２

３３ 岡 山 県 ５ １３１ ２５ ２，８０６ ５ ８９ １４ ７ １

３４ 広 島 県 ４ ８７ ８ ３，７６９ ５ １３０ ８ ２５ １

３５ 山 口 県 ３ ３３ ８ ５，４４０

３６ 徳 島 県 １７ １５１ ２４ ３８，９４７ ８ １２０ １ １１ ９

３７ 香 川 県 ９ ４２ ５ ７４６ ３ ８４ ９ １ １１ ３ １

３８ 愛 媛 県 １１ ９５ １２ ３，２７０ １ ５４ ２６ １ １１ ５ １９

３９ 高 知 県 ５４ ２３１ １９ ５０，５６８ ２ ３３０ １０ １ １１ ６ ５

４０ 福 岡 県 １０ ８５ １０ ３，７２２ ２ ９１ １ ８ ２

４１ 佐 賀 県

４２ 長 崎 県

４３ 熊 本 県 ２ ４９ ９ １，８２５ １ ８６ １ １０ １０

４４ 大 分 県 ６ ８８ ２８ ４，３４８ ６ １７５ １ １５ ６

４５ 宮 崎 県 ２１ １８７ １７ １０，２７０ ４０ １ １７

４６ 鹿児島県 ６ ３９ ５ ２，０５７

４７ 沖 縄 県 ２ ５７ ６ ２，０００ ４ １５９ ２５ １０ ５

計 １，０１８ ３０，５８７ １３，１６１ ３，９０１，４３９ ３２５ ６，７４９ ９１２ ２６ １７５ １７ ３１２ ４９３ ２９３

－３５－



別表４ 平成１０年度4防災の日5の総合防災訓練実施状況（都道府県別）

＊数値については、延べ数である。

都道府県 実施市町村数
参加団体数

参加人員
自衛隊

海上保安庁
県外消防 県外警察

参加航空機数 参加船舶数
住民組織 隊 人員 本部 人員 本部 人員

１ 北 海 道 １８ ５６９ ２８１ １６，９１９ １４ ２６０ １１２ ７ ４７

２ 青 森 県 １ ７ ２ ３４６

３ 岩 手 県 １ ８ １ １６５

４ 宮 城 県

５ 秋 田 県 ２ １７３ ３３ ４６，１７６ ６ １１６ ４５ １ ５ ５ ９

６ 山 形 県 ３ ２１ ５ １，６１５

７ 福 島 県

８ 茨 城 県 ３ ２１ １４ １，２５５

９ 栃 木 県

１０ 群 馬 県

１１ 埼 玉 県 ３ ４０８ ９１ ２５，５００ １９ ２９３ ２ ８ ８７ １８

１２ 千 葉 県 ２１ ２９５ ４０ ２５，６３４ ４１ ５００ ４７ １２ １１６ ３ １３５ ３０ ３

１３ 東 京 都 １０３ ６２７ ４０３ １３２，８１７ １１ ５０９ １８ ３４

１４ 神奈川県 ８ ５１１ ２６６ ２５，７６４ ９ １４１ ５

１５ 新 潟 県 １ １３２ ２８ ７，５２９ ４ ６０ ７ ６ １

１６ 富 山 県

１７ 石 川 県

１８ 福 井 県

１９ 山 梨 県 ３９ １，３１３ １，１４５ １２７，１４０ １ ２５ ２

２０ 長 野 県 ７６ １，８４１ ５９４ ３３７，６５５ ４ １１４ ４

２１ 岐 阜 県 ８ １７８ １０６ １１，７７６ ４

２２ 静 岡 県 ６６ ８，６４０ ３，４２６ １，０３８，９９９ ４４ ４９２ １０ ２ ５０ ４６ １

２３ 愛 知 県 ８８ ３，４９３ ６５０ ６８５，２８２ ９ ２１５ ７０ １４ ６

２４ 三 重 県 ２０ ４４２ ２２４ ５０，０３９ ８ １５９ １１０ ２ ８ １４ ２７

２５ 滋 賀 県

２６ 京 都 府 ３ ３７ ４ ３，１６５ １ １００ ５

２７ 大 阪 府 １ ５７ ６ ２，１００ ３ ４３ ７７ ８ ３２ １ ８ ９ ２５

２８ 兵 庫 県 ３９ ３９４ ２３４ ２９，２９６ ８ ４１７ ５３ １７ ７

２９ 奈 良 県

３０ 和歌山県 １ １ ４５

３１ 鳥 取 県 １０ １３２ ６ １９，６０９ １ ５０ １６ １ ６ ４ ４８

３２ 島 根 県 ２ １５ １ １，０００ １ ６ ２

３３ 岡 山 県 １ ６３ ３ １，０２５ ２ ５４ １４ ３ １

３４ 広 島 県 １ ６１ ２ １，７３１ ５ １３０ ８ ２４ １

３５ 山 口 県 １ ７ ２ １８４

３６ 徳 島 県 ５ ５５ ５ ２７，４７２ ２ ３１ ４

３７ 香 川 県 ３ ４２ ５ ７４６ ３ ８４ ９ １ １１ ３ １

３８ 愛 媛 県 ９ ８０ １２ ２，７１０ １ ５４ １９ １ １１ ４ １０

３９ 高 知 県 ５３ ２１５ １６ ５０，０００ ２ ３３０ １０ １ １１ ５ ５

４０ 福 岡 県 ７ ７２ ６ ２，７２２ ２ ９１ １ ８ ２

４１ 佐 賀 県

４２ 長 崎 県

４３ 熊 本 県 １ ４０ １，２８６ １ ８６ １ １０ １０

４４ 大 分 県 １ ５ １ ３００ １ ５０

４５ 宮 崎 県 １６ １２８ １７ ７，７００ ７ １

４６ 鹿児島県 ２ ５ １ ４０７

４７ 沖 縄 県 ２ ５７ ６ ２，０００ ４ １５９ ２５ １０ ５

計 ６１９ ２０，１４５ ７，６３６ ２，６８８，１０９ ２０７ ４，５６９ ６５７ ２５ １７２ １２ ２４７ ３６０ ２１６

－３６－



別表５ 平成１０年度防災週間内4その他の日5の総合防災訓練実施状況（都道府県別）

＊数値については、延べ数である。

都道府県 実施市町村数
参加団体数

参加人員
自衛隊

海上保安庁
県外消防 県外警察

参加航空機数 参加船舶数
住民組織 隊 人員 本部 人員 本部 人員

１ 北 海 道 １１ １１９ ２５ ６，３５０ １０ １３５ ４３ ４ ８

２ 青 森 県 ２ ６８ ２ １２，６００ １４ ４５５ ４５ １９ ６

３ 岩 手 県 ３ ３２ ３ １，７８７ １

４ 宮 城 県

５ 秋 田 県 ２ ３５ １９ １，３９１

６ 山 形 県 ３ １６８ １２８ ６，０８６ ２ ２３

７ 福 島 県 １ １７ １ １，５４０ １ ２５

８ 茨 城 県 ２ ６ １，４９８

９ 栃 木 県 １ ９ １ ９００ １ １ １

１０ 群 馬 県 １ ６６ ５ １，２６６ ４ ５８ ５

１１ 埼 玉 県 １４ ２３９ ５９ ９，７９２ ５ ９２

１２ 千 葉 県 ２１ ３１７ １２２ ２３，７１３ １３ １２０ ６

１３ 東 京 都 ２７ ５７２ ４３３ ４３，１４３ ２ ２５

１４ 神奈川県 １０ ４３２ ２６２ ４５，５２９ ３ ３６ １３ ２ ２

１５ 新 潟 県 １ ３０ ６ １，５００ １ １４ １

１６ 富 山 県 ７ １３５ ２９ １７，６６２ ８ １３９ ６０ １ １０ １３ ７

１７ 石 川 県 ５ ９６ ５６ ２，６０５ ３

１８ 福 井 県 １ １５ ８ １，０００ １

１９ 山 梨 県 １５ ９６１ ９２７ ３８，２２４ １ ４ １

２０ 長 野 県 ７２ ８９１ ６８６ １４１，８９８ １ １２

２１ 岐 阜 県 ２２ ７１９ ５２６ ３７，１３９ ４ ６２ １０

２２ 静 岡 県 ２５ ９６２ ８０７ １３５，３７５ １ ２０ １

２３ 愛 知 県 ４５ ３，０２２ ８７８ ５９３，９４４ ９ １９０ ９ １

２４ 三 重 県 ２２ ３６５ １９９ ２５，９３０ ５ １ １

２５ 滋 賀 県 ８ １５８ ９４ ７，７２６ １ １６ １ １

２６ 京 都 府 １０ １９０ ４１ １２，８０７ １ １９５ １ １５ ５

２７ 大 阪 府 ７ １６２ ５８ ４，９５４ ８ ９８ ７

２８ 兵 庫 県

２９ 奈 良 県 ６ ８９ １７ ２，１３５ ５ ８８ １ ３ １ １４ ６

３０ 和歌山県 ７ １２２ ３３ ３，３５１ １１ １４６ ４９ １５ ３

３１ 鳥 取 県

３２ 島 根 県

３３ 岡 山 県 ４ ６８ ２２ １，７８１ ３ ３５ ４

３４ 広 島 県 ３ ２６ ６ ２，０３８ １

３５ 山 口 県 ２ ２６ ６ ５，２５６

３６ 徳 島 県 １２ ９６ １９ １１，４７５ ６ ８９ １ １１ ５

３７ 香 川 県 ６

３８ 愛 媛 県 ２ １５ ５６０ ７ １ ９

３９ 高 知 県 １ １６ ３ ５６８ １

４０ 福 岡 県 ３ １３ ４ １，０００

４１ 佐 賀 県

４２ 長 崎 県

４３ 熊 本 県 １ ９ ９ ５３９

４４ 大 分 県 ５ ８３ ２７ ４，０４８ ５ １２５ １ １５ ６

４５ 宮 崎 県 ５ ５９ ２，５７０ ３３ １ １６

４６ 鹿児島県 ４ ３４ ４ １，６５０

４７ 沖 縄 県

計 ３９９ １０，４４２ ５，５２５ １，２１３，３３０ １１８ ２，１８０ ２５５ １ ３ ５ ６５ １３３ ７７

－３７－



別表６ 平成１０年度防災週間以外の総合防災訓練実施状況（都道府県別）

＊数値については、延べ数である。

都道府県 実施市町村数
参加団体数

参加人員
自衛隊

海上保安庁
県外消防 県外警察

参加航空機数 参加船舶数
住民組織 隊 人員 本部 人員 本部 人員

１ 北 海 道 ３６ ３８４ １２８ ３４，２７４ １４ ３５２ ４３ １１ ２

２ 青 森 県 １８ ３７３ １０７ ６２，４２５ ７ １２６ ４１ ９ ２８

３ 岩 手 県 １６ ２０６ ６０ ２２，３２４ ４

４ 宮 城 県 ５９ １，５０９ ３９４ １４６，５１８ １４ ２９１ １５ ３ ２０ ７ １２３

５ 秋 田 県 ４７ ８３０ ２６３ ９１，２７４ ６ ６４ １４ ３ １

６ 山 形 県 ３４ ５６７ ２４７ ３３，９７４ ４ ４２ ２ １３ ２２

７ 福 島 県 １４ ２１４ ６１ ８，０１０ １ １３ ６

８ 茨 城 県 ２０ ４４５ ２７７ １２，４１７ ３ ３５ ８ ３

９ 栃 木 県 ９ ９７ １４ ５，８３０ ３ ５１ ７

１０ 群 馬 県 ８ １１７ ２４ ３，３３４ ４ ４２ ７

１１ 埼 玉 県 ３８ １，２１３ ７６９ ５２，４００ １４ １８６ １２ １２ ２８

１２ 千 葉 県 ２９ ７３１ ５５２ ２２，３２８ ７ ９７ ４

１３ 東 京 都 １０５ １，２７８ ８６８ ６６，３５１ １２ ２３４ １０１ ３８ １６

１４ 神奈川県 １２ ２９５ １１５ ４２，５３７ １ １５ １

１５ 新 潟 県 ３５ ７３６ ４０４ ４０，５９８ ６ １０７ １ ４ ２５ １

１６ 富 山 県 ８ １２７ ４４ １０，２１７ ２ ４０ ４

１７ 石 川 県 １５ ２４９ ７８ １６，２４８ １０ １８９ ２０ １４ ２

１８ 福 井 県 ３４ ５６７ １５２ ２２，２１７ １８ ６６７ １００ ７８ ４６８ ７ １８０ ２９ １８

１９ 山 梨 県 １３ ２６８ ２４１ １８，７３３

２０ 長 野 県 １０４ ５７０ ２６５ ７４，８２５ １ ８５ ４

２１ 岐 阜 県 ２６ ５１６ ２６４ ３４，２３０ ９ ８８ １ ５ １１

２２ 静 岡 県 ８１ ４，０４９ ３，６０１ ６８２，４８５ １ １２０ ４ ３

２３ 愛 知 県 ５０ １，３２１ ８６８ ８３，６８８ ８ １３３ ４０ ９

２４ 三 重 県 ９３ ２９４ １２６ ２０，４５３ １ ３０ １０ １０ １

２５ 滋 賀 県 ３０ ５８６ ３４８ ３２，４１４ １３ ２５０ １ １０ １２

２６ 京 都 府 ７ ５８ ２１ ８，３２０

２７ 大 阪 府 １８ ４０３ １５６ １４，６６１ ２９ ３１７ ３０

２８ 兵 庫 県 ４８ ５７０ ２９４ ３０，３９１ １１ ３６３ １５９ ５ ２２ ２ ２３ ２５ １４

２９ 奈 良 県 ８ １２０ ８６ ３，５６０ １ １ ２

３０ 和歌山県 ２３ ３５２ １１９ ２１，４６１ １０ ７３ １５ ２４

３１ 鳥 取 県 １０ ２４５ ９５ ２８，２３６ １８ ３ ７

３２ 島 根 県 １５ １４８ ４６ ４，５２３ ２ ７３ ２ １２ ５

３３ 岡 山 県 ７ ７７ ２１ ６，７４８ ４ ４５ ４

３４ 広 島 県 １４ ２５１ ２８ ８，３７６ ２ １０３ ２０ １ １０ ３６ ４

３５ 山 口 県 ６ ５５ １３ １，７３９ ３ ５０ ２ ５

３６ 徳 島 県 ４ ４３ ２６ １，５６０

３７ 香 川 県 １６

３８ 愛 媛 県 ９ １７３ １０１ ５，６０４ ２ １０ １５ ５ ３

３９ 高 知 県 ２９ １５５ １３ １０，２１２ ４ ９３ １３ ７ ２

４０ 福 岡 県 ２１ １９２ １５ １０，７４９ １９ ５４６ ７５ ８ ３１ ３ ６０ ２０ １４

４１ 佐 賀 県 ９ ６３ ８ ２，２９２ ７ ２５４ １ １３ １ １３ ７ ６

４２ 長 崎 県 ２７ ４８１ ３０３ １０，１３０ ２５ ６８３ ５７ １ ７ １ ７ ２３ １５

４３ 熊 本 県 ４ １０１ ４３ ３，８６４ ５ ２２１ ６

４４ 大 分 県 １４ １９５ １４６ ６，０４４ ３ ９６ ４

４５ 宮 崎 県 ２７ ２５４ ６，６２６ ７ ２１８ ２３ １ ２２ ７ ６

４６ 鹿児島県 ２３ ３２０ ６４ １２，６１３ １６ １，０６１ ２７１ ２０ ２１

４７ 沖 縄 県 １ １３ ３ ４０２ １ ２１

計 １，２７４ ２１，８１１ １１，８７１ １，８３８，２１５ ３１０ ７，４８４ １，０３５ １１４ ６０５ １８ ３２７ ４９８ ３１９

－３８－



別表７ 平成１０年度防災週間以外９／１５までの総合防災訓練実施状況（都道府県別）

＊数値については、延べ数である。

都道府県 実施市町村数
参加団体数

参加人員
自衛隊

海上保安庁
県外消防 県外警察

参加航空機数 参加船舶数
住民組織 隊 人員 本部 人員 本部 人員

１ 北 海 道 ２２ ３０３ １０８ ２６，６１２ １３ ３３７ ３５ １０

２ 青 森 県 １０ ２４６ ７８ １４，３２５ ３ ５５ ４ ２０

３ 岩 手 県 ８ １６１ ３９ １５，６２４ ３

４ 宮 城 県 ５６ １，４９２ ３８５ １４６，００８ １４ ２９１ １５ ３ ２０ ７ １２３

５ 秋 田 県 ３７ ７６６ ２３０ ８８，２９４ ６ ６４ １４ ３ １

６ 山 形 県 １３ ２７８ １３６ １７，８５３ ３ ３０ １ ４ ９

７ 福 島 県 ３ ５０ ９ ２，０４０ １

８ 茨 城 県 ８ ２１０ １５０ ３，２３５ ２ ２９ ６ ３

９ 栃 木 県 １ １７ ２ １，５７０ １ ２１ ２

１０ 群 馬 県 ６ ６８ １５ ２，４８４ ３ ３２ ６

１１ 埼 玉 県 ２７ １，０９８ ７０１ ４７，９７４ １３ １７０ ２７

１２ 千 葉 県 １３ ４９８ ４１８ １２，６６３ ２ １７ ３

１３ 東 京 都 ５７ ８１９ ５０３ ２６，８２３ ２ ５５ ４ １

１４ 神奈川県 ９ ２２６ ８６ ３１，４２８ １ １５ １

１５ 新 潟 県 １３ ３８７ ２７５ ２５，２２８ ２ ６３ １ ４ ９

１６ 富 山 県 ２ １７ １１ ２，８４０

１７ 石 川 県 ５ １０３ １８ ８，５８８ ２ ５７ ２

１８ 福 井 県 ２ ６ １，１３２

１９ 山 梨 県 １３ ２６８ ２４１ １８，７３３

２０ 長 野 県 ６１ ４１０ ２０９ ６２，１３５ １ ８５ ４

２１ 岐 阜 県 １６ ３３９ ２３６ ２２，７５０ ２ ３５ １ ５ ３

２２ 静 岡 県 １８ ４０６ １８３ ２８，０６５ １ １２０ ４ ２

２３ 愛 知 県 ２８ ８５６ ６０９ ２５，９２９ ７ １２８ ４０ ８

２４ 三 重 県 １１ １５４ ７８ ４，６２９ ３

２５ 滋 賀 県 ２４ ５５８ ３３９ ３１，２３４ １３ ２５０ １ １０ １２

２６ 京 都 府

２７ 大 阪 府 ９ １９６ ８６ ７，６２６ １４ １４８ １３

２８ 兵 庫 県 １３ ３４０ １７７ ２１，７６８ ９ ２６３ １５９ ５ ２２ ２ ２３ １９ １４

２９ 奈 良 県 ５ ６５ ４８ ２，０５０

３０ 和歌山県 ４ １１４ １５ ７，９２１ ５ ６３ １０ １５

３１ 鳥 取 県 ３ ２０５ ９１ ２６，５７１ １３ ２ ５

３２ 島 根 県 １３ １２６ ２９ ３，６４３ ２ ７３ ２ １２ ５

３３ 岡 山 県 ２ １１ ４ ３，４４８

３４ 広 島 県 １１ ２０７ ２１ ６，５７６ ２ １０３ ２０ １ １０ ３４ ４

３５ 山 口 県 ３ ２９ ７ １，０９９ ３ ５０ ２ ３

３６ 徳 島 県 １ ４ １６０

３７ 香 川 県 ７

３８ 愛 媛 県 ３ ３３ ９ １，７２２ １ １０ １０ ２ ２

３９ 高 知 県 ２７ １３４ ８ ９，０４８ ４ ９３ １３ ７ ２

４０ 福 岡 県 ２１ １９２ １５ １０，７４９ １９ ５４６ ７５ ８ ３１ ３ ６０ ２０ １４

４１ 佐 賀 県 ８ ４４ ４ １，３９２ ６ １８４ １ １３ １ １３ ６ ６

４２ 長 崎 県 ２１ ３８４ ２４４ ６，３６０ ２４ ６４３ ５７ １ ７ １ ７ １９ １５

４３ 熊 本 県 ２ ６８ ３４ ２，２１４ ５ ２２１ ６

４４ 大 分 県 ６ ６７ ４０ ３，３３２ ２ ９３ ４

４５ 宮 崎 県 １７ １５１ ４，２６２ ７ ２１８ １ ２２ ６

４６ 鹿児島県 ９ １５１ ５２ ４，６４７ ８ ９４１ １２１ １１ １１

４７ 沖 縄 県 １ １３ ３ ４０２ １ ２１

計 ６４９ １２，２７０ ５，９４６ ７９３，１８６ ２０３ ５，５２４ ５７２ ２２ １１６ １１ １４７ ２９７ ２４１

－３９－



別表８ 平成１０年度防災週間以外９／１６以降に計画している総合防災訓練実施状況（都道府県別）

＊ 数値については、延べ数である。

都道府県 実施市町村数
参加団体数

参加人員
自衛隊

海上保安庁
県外消防 県外警察

参加航空機数 参加船舶数
住民組織 隊 人員 本部 人員 本部 人員

１ 北 海 道 １４ ８１ ２０ ７，６６２ １ １５ ８ １ ２

２ 青 森 県 ８ １２７ ２９ ４８，１００ ４ ７１ ４１ ５ ８

３ 岩 手 県 ８ ４５ ２１ ６，７００ １

４ 宮 城 県 ３ １７ ９ ５１０

５ 秋 田 県 １０ ６４ ３３ ２，９８０

６ 山 形 県 ２１ ２８９ １１１ １６，１２１ １ １２ １ ９ １３

７ 福 島 県 １１ １６４ ５２ ５，９７０ １ １３ ５

８ 茨 城 県 １２ ２３５ １２７ ９，１８２ １ ６ ２

９ 栃 木 県 ８ ８０ １２ ４，２６０ ２ ３０ ５

１０ 群 馬 県 ２ ４９ ９ ８５０ １ １０ １

１１ 埼 玉 県 １１ １１５ ６８ ４，４２６ １ １６ １２ １２ １

１２ 千 葉 県 １６ ２３３ １３４ ９，６６５ ５ ８０ １

１３ 東 京 都 ４８ ４５９ ３６５ ３９，５２８ １０ １７９ １０１ ３４ １５

１４ 神奈川県 ３ ６９ ２９ １１，１０９

１５ 新 潟 県 ２２ ３４９ １２９ １５，３７０ ４ ４４ １６ １

１６ 富 山 県 ６ １１０ ３３ ７，３７７ ２ ４０ ４

１７ 石 川 県 １０ １４６ ６０ ７，６６０ ８ １３２ ２０ １２ ２

１８ 福 井 県 ３２ ５６１ １５２ ２１，０８５ １８ ６６７ １００ ７８ ４６８ ７ １８０ ２９ １８

１９ 山 梨 県

２０ 長 野 県 ４３ １６０ ５６ １２，６９０

２１ 岐 阜 県 １０ １７７ ２８ １１，４８０ ７ ５３ ８

２２ 静 岡 県 ６３ ３，６４３ ３，４１８ ６５４，４２０ １

２３ 愛 知 県 ２２ ４６５ ２５９ ５７，７５９ １ ５ １

２４ 三 重 県 ８２ １４０ ４８ １５，８２４ １ ３０ １０ ７ １

２５ 滋 賀 県 ６ ２８ ９ １，１８０

２６ 京 都 府 ７ ５８ ２１ ８，３２０

２７ 大 阪 府 ９ ２０７ ７０ ７，０３５ １５ １６９ １７

２８ 兵 庫 県 ３５ ２３０ １１７ ８，６２３ ２ １００ ６

２９ 奈 良 県 ３ ５５ ３８ １，５１０ １ 未定 １ 未定 ２

３０ 和歌山県 １９ ２３８ １０４ １３，５４０ ５ １０ ５ ９

３１ 鳥 取 県 ７ ４０ ４ １，６６５ ５ １ ２

３２ 島 根 県 ２ ２２ １７ ８８０

３３ 岡 山 県 ５ ６６ １７ ３，３００ ４ ４５ ４

３４ 広 島 県 ３ ４４ ７ １，８００ ２

３５ 山 口 県 ３ ２６ ６ ６４０ ２

３６ 徳 島 県 ３ ３９ ２６ １，４００

３７ 香 川 県 ９

３８ 愛 媛 県 ６ １４０ ９２ ３，８８２ １ 未定 ５ ３ １

３９ 高 知 県 ２ ２１ ５ １，１６４

４０ 福 岡 県

４１ 佐 賀 県 １ １９ ４ ９００ １ ７０ １

４２ 長 崎 県 ６ ９７ ５９ ３，７７０ １ ４０ ４

４３ 熊 本 県 ２ ３３ ９ １，６５０

４４ 大 分 県 ８ １２８ １０６ ２，７１２ １ ３

４５ 宮 崎 県 １０ １０３ ２，３６４ ２３ １ ６

４６ 鹿児島県 １４ １６９ １２ ７，９６６ ８ １２０ １５０ ９ １０

４７ 沖 縄 県

計 ６２５ ９，５４１ ５，９２５ １，０４５，０２９ １０７ １，９６０ ４６３ ９２ ４８９ ７ １８０ ２０１ ７８

－４０－



別表９ 南関東、東海地域における平成１０年度総合防災訓練実施状況（平成１０年９月１５日現在調査）

＊ 数値については、延べ数である。
＊＊千葉市、川崎市、横浜市を含む。

都県及び
政 令 市

防災週間中 防災週間以外
合 計

防災の日 その他の日 小計 実施済み 計画中 小計

茨 城 県

市町村数 ３ ２ ５ ８ １２ ２０ ２５

団体数 ２１ ６ ２７ ２１０ ２３５ ４４５ ４７２

参加人員 １，２５５ １，４９８ ２，７５３ ３，２３５ ９，１８２ １２，４１７ １５，１７０

栃 木 県

市町村数 １ １ １ ８ ９ １０

団体数 ９ ９ １７ ８０ ９７ １０６

参加人員 ９００ ９００ １，５７０ ４，２６０ ５，８３０ ６，７３０

群 馬 県

市町村数 １ １ ６ ２ ８ ９

団体数 ６６ ６６ ６８ ４９ １１７ １８３

参加人員 １，２６６ １，２６６ ２，４８４ ８５０ ３，３３４ ４，６００

埼 玉 県

市町村数 ３ １４ １７ ２７ １１ ３８ ５５

団体数 ４０８ ２３９ ６４７ １，０９８ １１５ １，２１３ １，８６０

参加人員 ２５，５００ ９，７９２ ３５，２９２ ４７，９７４ ４，４２６ ５２，４００ ８７，６９２

千 葉 県

市町村数 ２１ ２１ ４２ １３ １６ ２９ ７１

団体数 ２９５ ３１７ ６１２ ４９８ ２３３ ７３１ １，３４３

参加人員 ２５，６３４ ２３，７１３ ４９，３４７ １２，６６３ ９，６６５ ２２，３２８ ７１，６７５

東 京 都

市町村数 １０３ ２７ １３０ ５７ ４８ １０５ ２３５

団体数 ６２７ ５７２ １，１９９ ８１９ ４５９ １，２７８ ２，４７７

参加人員 １３２，８１７ ４３，１４３ １７５，９６０ ２６，８２３ ３９，５２８ ６６，３５１ ２４２，３１１

神奈川県

市町村数 ８ １０ １８ ９ ３ １２ ３０

団体数 ５１１ ４３２ ９４３ ２２６ ６９ ２９５ １，２３８

参加人員 ２５，７６４ ４５，５２９ ７１，２９３ ３１，４２８ １１，１０９ ４２，５３７ １１３，８３０

山 梨 県

市町村数 ３９ １５ ５４ １３ １３ ６７

団体数 １，３１３ ９６１ ２，２７４ ２６８ ２６８ ２，５４２

参加人員 １２７，１４０ ３８，２２４ １６５，３６４ １８，７３３ １８，７３３ １８４，０９７

長 野 県

市町村数 ７６ ７２ １４８ ６１ ４３ １０４ ２５２

団体数 １，８４１ ８９１ ２，７３２ ４１０ １６０ ５７０ ３，３０２

参加人員 ３３７，６５５ １４１，８９８ ４７９，５５３ ６２，１３５ １２，６９０ ７４，８２５ ５５４，３７８

岐 阜 県

市町村数 ８ ２２ ３０ １６ １０ ２６ ５６

団体数 １７８ ７１９ ８９７ ３３９ １７７ ５１６ １，４１３

参加人員 １１，７７６ ３７，１３９ ４８，９１５ ２２，７５０ １１，４８０ ３４，２３０ ８３，１４５

静 岡 県

市町村数 ６６ ２５ ９１ １８ ６３ ８１ １７２

団体数 ８，６４０ ９６２ ９，６０２ ４０６ ３，６４３ ４，０４９ １３，６５１

参加人員 １，０３８，９９９ １３５，３７５ １，１７４，３７４ ２８，０６５ ６５４，４２０ ６８２，４８５ １，８５６，８５９

愛 知 県

市町村数 ８８ ４５ １３３ ２８ ２２ ５０ １８３

団体数 ３，４９３ ３，０２２ ６，５１５ ８５６ ４６５ １，３２１ ７，８３６

参加人員 ６８５，２８２ ５９３，９４４ １，２７９，２２６ ２５，９２９ ５７，７５９ ８３，６８８ １，３６２，９１４

三 重 県

市町村数 ２０ ２２ ４２ １１ ８２ ９３ １３５

団体数 ４４２ ３６５ ８０７ １５４ １４０ ２９４ １，１０１

参加人員 ５０，０３９ ２５，９３０ ７５，９６９ ４，６２９ １５，８２４ ２０，４５３ ９６，４２２

千 葉 市
団体数 １１１ １１１ １１１

参加人員 １０，０００ １０，０００ １０，０００

川 崎 市
団体数 ４８ ８０ １２８ ８９ ４０ １２９ ２５７

参加人員 ７，７３８ ２５，５５０ ３３，２８８ ２０，９６６ ９，３００ ３０，２６６ ６３，５５４

横 浜 市
団体数 ２７３ ２６ ２９９ １６ １６ ３１５

参加人員 ４，４００ １，０１１ ５，４１１ １，４３０ １，４３０ ６，８４１

合 計

市町村数＊＊ ４３８ ２８０ ７１５ ２７１ ３２３ ５９１ １，３０３

団体数 １８，２０１ ８，６６７ ２６，８６８ ５，４７４ ５，８６５ １１，３３９ ３８，２０７

参加人員 ２，４８３，９９９ １，１２４，９１２ ３，６０８，９１１ ３１０，８１４ ８４０，４９３ １，１５１，３０７ ４，７６０，２１８

－４１－



横須賀市は、神奈川県の南東部の碧い静かな

海に囲まれた三浦半島の中心部に位置していま

す。東周は東京湾、西周は相模湾にそれぞれ面

し、南北およそ１５．８�、東西およそ１５．３�、総
面積１００．５８�、人口４３万人を擁し、東京から５０
�圏内の１日生活圏に含まれる平和産業港湾都
市です。地形的には、標高１００m～２００m内外の

起伏の多い丘陵及び山地と、これらの山地丘陵

の間を縫って河川、低地が配列され、通称�谷
戸�と呼ばれる市街地を形成しており、山、丘
陵が多く、広い平地の少ない点が特徴です。

横須賀のこれまでの歩みを振り返ってみると、

江戸末期の１８５３年（嘉永６年）のペリー提督の

久里浜上陸が翌年の開国の契機となり、また徳

川幕府に招かれたフランス人海軍技師ヴェルニ

ーや勘定奉行小栗上野介忠順による横須賀製鉄

所の建設が、横須賀の近代都市への歩みの始ま

りとなりました。

このように、戦前は、軍港都市として繁栄し、

戦後になると�旧軍港市転換法�が施行され、
旧軍用施設の積極的な平和産業への転用がはか

られ、各種工場の進出や港湾施設が整備され、

大規模な宅地造成が進み現在に至っています。

本市は、２１世紀に向けて、�国際海の手文化
都市�という都市像の実現を目指しています。
その一環として、平成９年に国内では例のない

情報通信技術に特化した研究開発拠点として、

国立の研究機関や国内外の民間研究機関が多数

立地し、国際的な移動通信技術の研究開発など

を行う横須賀リサーチパークを完成するなど、

様々な事業や都市計画を進めています。

さて、本市の消防行政は、明治２７年横須賀消

防組に始まり、昭和２３年３月７日官設消防から

自治体消防となり１本部２課、２署、５出張所、

職員数２１８人の体制でスタートしました。以来、

時代の変遷とともに発展し、平成９年４月、消

防局へと名称を変え、平成１０年４月１日からは、

これまでの�係制�から�主査制�を導入し、
１本部４課、３署、１分署、８出張所、１派遣

所、職員数４５３人と、装備については、ポンプ

車、救助工作者、梯子車など計１１２台となって

います。

消防団については、１団本部、１音楽隊、９

地区４１個分団合わせて９７０人の団員と装備とし

て、ポンプ車１１台、小型動力ポンプ積載車３７台

の体制となっており、災害活動や地域の訓練等、

防災活動の中核として、大きな役割を果たして

おります。

その他の消防・防災団体として婦人防火クラ

ブ１８クラブ６４２人、各地域の自治会などで組織

される自主防災組織は３１４団体、また市内の幼

稚園、保育園児を対象に幼年消防クラブも組織

するなど、様々な団体が一体となって市内の防

災活動に活躍しています。

当消防局では、通常時の火災・救急などに迅

速的確に対応し、また大規模災害が発生した際

に、被災情報、安否情報、災害復旧情報などを

災害対策本部へ収集すると共に、情報の共有化

を図り、円滑な防災活動を行うため、�消防総
合情報システム�の導入を進めています。
また、阪神・淡路大震災を教訓として、平成

９年に消防職・団員OBによる大災害時などの

災害活動を後方から支援する防災支援隊１３０人

（愛称：ベアーズ）を、平成１０年には大規模災

害時に民間の消防能力を生かそうと市内２２の企

業による消防協力隊４５２人（ポニー）を発足し

ました。

福祉サービス事業の一助として平成８年４月

北から南から ◆各地の消防だより

6国際海の手文化都市7横須賀
横須賀市消防局 消防局長 鈴木 博
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から、本市の地形的特色でもある谷戸、高台な

どに居住する寝たきりの高齢者や体の不自由な

人が、福祉施設のショートスティ等を利用する

際、関係者だけでは施設の送迎者までの搬送が

困難な場合に、消防が、これまでの救急搬送の

技術を生かし、自宅と搬送車の間を担架などで

搬送する消防福祉サービス隊（キャット）を発

足し、また、平成９年４月から、年々増加する

救急要請に対し、病院収容までの時間短縮・救

命効果の向上を図るため、中高層建物や谷戸・

高台からの救急要請の場合、傷病者の状態によ

り、直近の消防車を救急車と同時に出動させる

制度を開始するなど様々な施策に取り組んでい

ます。

２１世紀を目前に控え、多様化する市民のニー

ズや期待に応えられるよう、これからもより一

層努力を重ね、安全で快適に暮らせるまちづく

りを目指してまいります。

�気をつけて はじめはすべて 小さな火�
を統一標語として、春の全国火災予防運動が、

平成１１年３月１日�から３月７日�までの７日
間にわたり実施されます。

この運動は、火災が発生しやすい時季を迎え

るに当たり、火災予防思想の一層の普及を図る

ことにより火災の発生を防止し、火災による死

傷者の発生や財産の損失を防ぐことを目的とし

て毎年実施されているもので、この運動を契機

に、ともすれば日頃忘れがちな火災に対する警

戒心を喚起し、住民、事業所の関係者及び全国

の消防機関等が一体となって、火災予防を推進

しようというものです。

近年の火災状況をみますと、建物火災による

死者のうち、約９割が住宅火災によるものであ

るとともに、その半数以上が６５歳以上の高齢者

であります。したがって、今回の運動では、高

齢者を中心とした住宅火災による死者を大幅に

減少させることを目的とした�住宅防火対策の
推進�などを重点目標に掲げるとともに、出火
防止のため国民一人ひとりが特に留意すべき事

項として�火の用心 ７つポイント�を下記の
とおり定めています。

国民の皆さん一人ひとりがこの運動の趣旨を

踏まえ、日頃から住宅、地域、職場等における

火災予防を心掛けることが、火災から皆さんを

守る近道です。期間中には、各地の消防機関で

住宅防火診断、防火講演会、防火指導など様々

な行事を予定しておりますので、積極的に参加

して防火・防災知識の習得に努めましょう。

また、春先は、特に季節風によって林野火災

も多い時季となっています。このため、春の全

国火災予防運動と同時期に、�全国山火事予防
運動�、さらに�車両火災予防運動�も行われ
ます。

《火の用心 ７つのポイント》

１ 家のまわりに燃えやすいものを置かない。

２ 寝たばこやたばこの投げ捨てをしない。

３ 天ぷらを揚げるときは、その場を離れない。

４ 風の強いときは、たき火をしない。

５ 子供には、マッチやライターで遊ばせない。

６ 電気器具は正しく使い、たこ足配線はしな

い。

７ ストーブには、燃えやすいものを近づけな

い。

☆春の全国火災予防運動

（予 防 課）

*************** 広 報 資 料・２月分 ***************
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平成９年中の林野火災の出火件数は３，７６６件、

死者は２５人、焼損面積は３，１２４ha、損害額は３５

億６，７８０万円となっています。

林野火災は、市街地での火災とは異なり、い

ったん発生すると、消防水利の不足や道路状況

が良くないなどの地理的、地形的条件から消防

活動が非常に困難で、焼損面積が広範囲に及ぶ

危険性が高くなります。そして、一度焼失した

森林は、再生するまでに数十年を要するという

だけでなく、森林の喪失は、保水能力の低下を

招き、台風や集中豪雨などの大雨により土砂災

害などの自然災害を誘発し、大きな被害が出や

すくなります。

例年、林野火災は春先を中心に多く発生して

います。これは、春先に、降雨量が少なく空気

が乾燥し、強風が吹くなかで火入れが行われた

り、山菜採りや森林レクリエーションなどによ

る入山者が増加することなどによるためです。

平成９年をみると、３月に８０８件と最も多く発

生しており、１月から５月までの間に、年間の

７３．２％の火災が集中して発生しています。

出火原因としては、�たき火�、�たばこ�、�火
入れ�など、火気の取扱いの不注意や不始末に
よるものが多いのが特徴で、平成９年中は、こ

の３つで出火原因の５１．８％を占めています。

このような失火による火災を未然に防ぐには、

レクリエーションやドライブの目的で入山する

方が、たばこの投げ捨てをしないなど、マナー

の向上に努めることが大切です。また、林野周

辺に居住している方や、業務により入山する機

会の多い方は、火を使う時には、気象状況、周

囲の可燃物の状況に注意するとともに、近くに

消火用の水を必ず用意し、火から離れないよう

にするなど十分な管理をする必要があります。

特に強風注意報や乾燥注意報などが発令されて

いるときは、林野火災が発生しやすく、大火災

になりかねませんので、火を使うことはできる

だけ避けるようにしましょう。なお、火入れな

どを行う場合は、事前に最寄りの消防機関に届

け出ることも必要です。

毎年、消防庁では林野庁と共同で、春季全国

火災予防運動期間中の３月１日から７日までを

全国山火事予防運動の統一実施期間とし、統一

標語を定めて、様々な広報活動や消火訓練等を

通じて、山火事予防を呼びかけています。

林野火災の大部分は、住民一人ひとりの注意

で防ぐことができます。貴重な人命や財産を火

災から守るため、林野での火気の取扱いには十

分気をつけましょう。

今年は、８月から９月にかけて相次ぐ豪雨、

台風により全国各地で甚大な被害が発生するな

ど、改めて自然災害の恐ろしさが認識されまし

たが、それぞれの被災地においては、延べ約

２７３，５００人の消防団員が出動し、全力をあげて

危険箇所等の警戒巡視、要救助者の救助、行方

不明者の捜索、避難誘導、土のう積み等の活動

にあたるなど、ふるさとを災害から守る消防団

の活躍が数多く報告されており、地域の暮らし

の安全を確保するうえにおいて、消防団の果た

す役割は大変重要であることが再認識されたと

ころです。

消防団は、消防本部、消防署と同じく市町村

が設置する消防機関であり、平成１０年４月１日

☆林野での火気の取扱いについて

（防 災 課）

☆ふるさとを災害から守る消防団への参加呼びかけ

（消 防 課）
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現在、全国で３，６４３団とほとんど全ての市町村

に設置され、９６２，６２５名が消防団員として地域

の安全を守るために活躍しています。

消防団は、それぞれ地域の住民等により組織

されていますが、消防団員の身分は、特別職の

地方公務員として位置づけられており、消防団

員は、それぞれの地域において、普段は、各自

の職業に就きながら、いざ火災などの災害が発

生した場合には、�自らの地域は自らで守る�
という郷土愛護の精神をもって、いち早く現場

へ駆けつけ、消火活動や警戒、救助、救出活動

などのほか、風水害や地震、林野火災等多数の

動員を必要とする大規模災害等への対応、高齢

者宅への防火訪問、火災予防広報活動等日常に

おけるきめ細かな予防・啓発活動など幅広い分

野で活躍しています。

しかし、消防団を取り巻く状況は、近年の社

会経済情勢等の影響を受けて、団員数の減少、

団員の高齢化、いわゆるサラリーマン団員の増

加等様々な問題を抱えており、消防団の充実強

化を図ることが喫緊の課題となっています。

消防庁としては、これらの諸課題に対処し、

消防団のさらなる充実強化を図るため次のよう

な施策を推進しています。

� 消防団の施設、装備の充実

消防団活動の拠点となる施設に対して補助

を行う�消防団拠点施設等整備事業�や、消
防団の災害活動等に必要な装備に対して補助

を行う�消防団活性化総合整備事業�を実施
しており、消防団に必要な施設・設備に対す

る補助金の所要額の確保を図っています。

� 消防団員の処遇の改善

地方交付税における消防団員の報酬及び出

動手当等の算入額、公務災害補償における補

償基礎額及び退職報償金の基準額について改

善を図るなど消防団員の処遇の改善を図って

います。

� 消防団への参加や消防団活動への理解と協

力の呼びかけ

消防団の啓発ポスター及び消防団活動参加

促進パンフレットの作成・配布、政府提供の

テレビ、インターネットの消防団のホームペ

ージ（URLは http://www.fdma.go.jp/）等各種

広報媒体を通じた消防団活動の PR等により、

地域住民に対する消防団への理解と認識を深

め、消防団員が災害時に出動したり、訓練へ

参加しやすくなるよう事業所の理解と協力を

得るよう努めるとともに、特に青年層、女性

層に消防団活動への積極的な参加を呼びかけ

ています。

このように、消防庁では、地域を守る消防団

の充実強化のための様々な施策を推進し、地域

の安全確保に努めているところですが、火災や

地震、風水害等の災害に備えるためには、消防

団を地域の消防防災のリーダーとして、住民の

皆さんに互いに助け合うという精神をもってい

ただくことが何よりも重要です。それは、戦後

最大の被害をもたらした阪神・淡路大震災で、

消防団員の呼びかけに多くの住民が協力しなが

ら、たくさんの人を救出し、延焼をくい止めた

という事例が数多く報告されたことからも明ら

かです。

住民の皆さんや事業所等の方々に消防団を理

解していただくと同時に地域防災への参加意識

を持っていただき、消防団への参加、協力を通

じて、ふるさとを災害から守る消防団のより一

層の充実強化が望まれます。

我が国では、住宅からの火災が毎年約２万件

発生しており、建物火災全体のおよそ６割を占

めています。また、火災による死者の状況を見

ると、建物火災による死者のうち約９割が住宅

☆住宅防火対策の推進《高齢者の安全対策》

（予 防 課）

－４５－



火災によるものであるとともに、その半数以上

が６５歳以上の高齢者です。

高齢者は、人によって程度の差はありますが、

身体の衰えにより行動能力の低下があり、さら

に、病気や身体不自由などの条件が重なった場

合には、火災が発生した際の自力避難が非常に

困難となることから、居住環境におけるきめ細

やかな防火安全対策が必要となります。

高齢者を火災から守るために大切なポイント

は、４つあります。まず、第一に火災の発生を

未然に防止することです。このためには、安全

装置付きの暖房器具や調理器具等を使用するこ

とが有効でしょう。第二に火災を早期に発見す

ることです。寝室や台所に住宅用火災警報器を

取り付けておけば、火災をいち早く発見し、就

寝中でも音で火災の発生を知ることができます。

第三に火災を初期の段階で早く消すことです。

これには、住宅用消火器や火災による熱を感知

して自動的に放水する住宅用スプリンクラーな

どの設置も効果的でしょう。最後に火災の拡大

を遅らせることです。延焼媒体となるカーテン

や寝具類などに燃えにくい防炎品を使用しまし

ょう。

以上のような対策と併せ、日頃から高齢者を

交えての避難訓練や初期消火訓練を行うととも

に、高齢者の家族はもちろんのこと地域住民が

協力し合い、高齢者を住宅火災から守ってゆき

ましょう。

毎年、たばこによる火災が数多く発生してい

ます。

平成９年中の総火災件数６万１，８８９件のうち、

たばこが原因となって発生した火災は６，９０６件

で１１．２％を占め、出火原因の第２位となってい

ます。

たばこによる火災を経過別にみますと、投げ

捨てによるものが３，８３２件（５５．５％）、次いで灰

皿等に放置したたばこが転倒・落下したものが

１，３８４件（２０．０％）、消し忘れによるものが３９５

件（５．７％）の順となっています。また、住宅

火災による死者（放火自殺者等を除く。）のお

よそ２０％がたばこが原因の火災で亡くなってお

り、喫煙者のちょっとした不注意が重大な結果

につながっています。

愛煙家の皆さんは、たばこが火災を引き起こ

す可能性を常に忘れずに、火災予防のためにも

次のことに留意し、正しい喫煙マナーを心がけ

ましょう。

○ たばこの投げ捨てをしない。

○ 寝たばこは絶対にしない。

○ 火のついたままのたばこを放置しない。

○ 歩行中は喫煙しない。

○ たばこを捨てる際には、火が完全に消えて

いることを十分に確認する。

○ 灰皿には常に水を入れておく。

たばこによる火災の損害状況

（平成９年中）

☆たばこによる火災の防止

（予 防 課）

区 分 単位 たばこ

出 火 件 数 件 ６，９０６

うち 建 物 火 災 ３，８３７

林 野 火 災 ５９２

車 両 火 災 ３５５

船 舶 火 災 ７

航 空 機 火 災 ０

そ の 他 の 火 災 ２，１１５

主 な 経 過 別 出 火 件 数 件

投 げ 捨 て ３，８３２

火源の転倒・落下 １，３８４

消したはずのものが再燃 ３９５

建 物 焼 損 床 面 積 � １４８，６９５

建 物 焼 損 表 面 積 � １４，７０１

林 野 焼 損 面 積 a ７７，１０９

損 害 額 万円 １，５０２，３６５
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平成１０年防災功労者消防庁長官表彰について

本年８月末及び９月末に発生した豪雨災害に

際し功績のあった団体に対し平成１０年防災功労

者消防庁長官表彰（随時）が、去る１１月１８日�
１４：００分から自治省講堂において、多数のご出

席のもと盛大に挙行されました。

式典では初めに谷合消防庁長官の�式辞�の
後、受賞団体ごとにそれぞれ表彰状が授与され

ました。

最後に、受賞者を代表して福島県西郷村消防

団団長徳田進氏が�謝辞�を述べ式典を終了し
ました。

閉式後、記念写真の撮影を行い、その後解散

となりました。

なお、受賞団体は、次のとおりです。

平成１０年防災功労者消防庁長官表彰受賞者

�平成１０年８月末豪雨災害�
福島県 白河市消防団

大信村消防団

西郷村消防団

福島県消防防災航空隊

茨城県 茨城県防災航空隊

栃木県 黒磯市消防団

那須町消防団

栃木県消防防災航空隊

群馬県 群馬県防災航空隊

静岡県 三島市消防団

函南町消防団

�平成１０年９月末大雨による災害�
高知県 高知市消防団

南国市消防団

土佐市消防団

高幡消防組合須崎消防団

山田消防組合土佐山田消防団

香南消防組合野市消防団

伊野町消防団

春野町消防団

高知県消防・防災航空隊

（総 務 課）

''''''''''''''' 最 近 の 行 事 か ら '''''''''''''''
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トップマネージャーセミナー（中華人民共和国の消防行

政に携わる幹部職員の交流セミナー）の実施について

消防庁では自治省とともに、国際協力事業団

（JICA）と協力して、本年度新たに消防行政

に携わる海外の幹部職員との国際交流の促進を

図ることを目的として、平成１０年１１月１２日�か
ら１１月２０日�の９日間、中華人民共和国から消
防行政の幹部職員５名（中国消防代表団）を招

いてトップマネージャーセミナーを実施いたし

ました。

本セミナーは、消防庁で長官等との意見交換

・関係施設の視察を行ったのを始め、東京消防

庁、大阪市消防局及び京都市消防局においても

関係施設の視察と併せて意見交換を行い、短い

日程の中で、我が国の消防体制について広く理

解していただきました。

☆テレビによる防災キャンペーン（１月分）☆

１１月１３日トップマネージャーセミナー（審議会室）

（消 防 課）

ご存じですか ―防災ミニ百科―

放送日 主管課 テ ー マ

１月７日 防 災 課 災害ボランティアの活動
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平成１０年１１月の通知・通達について

''''''''''''''' お 知 ら せ '''''''''''''''

発 番 号 日 付 あ て 先 発信者 標 題

消防特第１５９号 １０．１１．５ 関係都道府県消防防災主
管部長

特殊災害室長 内部浮きぶた付きの屋外貯蔵タンクについて
（通知）

消防災第６６号 １０．１１．９ 各都道府県知事 消防庁次長 �防災とボランティア週間�における諸行事
の実施について

消防特第１６０号 １０．１１．９ 関係都道府県知事 消防庁次長 石油コンビナート等における特定防災施設等
及び防災組織等に関する省令の一部を改正す
る省令の施行について（通知）

+++++++++++++++ 消 防 庁 辞 令 +++++++++++++++

（平成１０年１１月３０日）

氏 名 新 旧

大神田 貴 樹 辞職
（東京消防庁装備部通信課通信企画担当係長へ）

防災情報室通信企画係長

（平成１０年１２月１日付）

氏 名 新 旧

石 川 家 継 防災情報室情報管理係長 防災情報室情報企画係長兼情報管理係長

藤 盛 雅 秀 防災情報室情報企画係長 東京消防庁臨港消防署予防担当係長

石 塚 広 志 兼防災情報室通信管理係長 防災情報室通信企画係長
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☆灯油、ガソリンの正しい取扱いの周知

☆雪害に対する備え

☆放火による火災の防止

☆石油ストーブなどの安全な取扱い

１２月の広報テーマ

消防庁ホームページ
http://www.fdma.go.jp

編 集 発 行

消 防 庁 総 務 課

〒１０５―８４８９東京都港区虎ノ門

２丁目２番１号

TEL ��（����）����

編 集 後 記

何かと慌ただしい季節となり、街のショーウインドーをクリスマスツリー
が飾り始めました。
私事で恐縮ですが、今年の最後を締めくくるイベントがありました。�結
婚披露宴での友人代表のスピーチ�です。今まで、何度となく結婚披露宴に
出席したことはあるのですが、代表でスピーチをしたことがなく、何を話そ
うかと考える毎日でした。
結局、結婚披露宴当日になっても、話す内容が決まらず披露宴会場に入る
ことになりました。幸か不幸か私の性格上、お酒が入ると気が大きくなる性
格が幸をそうし、無事に終えることができました。その後、新郎はもとより、
新郎の両親、周囲の方々から感謝の言葉をいただき、大きな感動を得ること
が出来ました。何かとこの時季飲む機会が多くなりますが、飲み過ぎには注
意して頂きたいと思います。
さて、１年を振り返ると全国的に各地では様々な災害が発生しましたが、
特に風水害等による被害が多発した年であったように感じられましす。
災害はいつ、どのように発生するかわかりません。そのためには、日頃か
らの防災に対する意識や十分な備えが必要となってきます。
これから一段と寒くなってきますが、健康に御留意いただき、良いお年を
お迎えください。
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